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第
一
章

本
稿
の
目
的

不
法
行
為
の
準
拠
法
を
決
定
す
る
た
め
の
連
結
点
は
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
（
以
下
、「
通
則
法
」
と
す
る
）
の
制
定
前
に

お
い
て
は
、「
原
因
タ
ル
事
実
ノ
発
生
シ
タ
ル
地
」（
法
例
一
一
条
一
項
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
学
説
は
、
大
き
く

分
け
て
、
行
動
地
説
、
結
果
発
生
地
説
、
二
分
説
と
、
最
密
接
関
係
地
説
の
四
つ
の
立
場
に
分
か
れ
て
い
た
。
他
方
、
こ
の
点
に
関

係
す
る
十
数
件
の
裁
判
例
を
整
理
す
る
と
、
理
論
的
な
観
点
か
ら
は
前
三
説
の
間
で
割
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
裁
判
例
が
導
い
た
結

論
を
統
一
的
に
説
明
で
き
る
の
は
、
最
密
接
関
係
地
説
の
み
と
い
う
状
況
に
あ
っ

（
１
）

た
。

と
こ
ろ
が
、
後
述
す
る
法
例
改
正
の
た
め
の
「
た
た
き
台
」
は
、
わ
ず
か
三
件
の
裁
判
例
を
示
す
の
み
で
改
正
の
必
要
を
説
く
に

と
ど
ま
ら
ず
、
原
則
的
連
結
に
つ
い
て
の
四
つ
の
改
正
提
案
の
妥
当
性
に
つ
い
て
従
来
の
裁
判
例
の
処
理
に
照
ら
し
て
検
証
す
る
と

い
う
基
本
的
か
つ
不
可
欠
で
あ
る
は
ず
の
作
業
を
全
く
行
っ
て
い
な
い
。
そ
の
後
の
改
正
作
業
も
、
同
様
で
あ

（
２
）

る
。

本
稿
の
第
一
の
目
的
は
、
今
般
の
改
正
作
業
の
問
題
性
に
つ
い
て
、
不
法
行
為
の
準
拠
法
を
決
定
す
る
た
め
の
一
般
則
を
採
り
上

げ
つ
つ
、
改
め
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ

（
３
）

る
。

次
に
、
通
則
法
一
七
条
本
文
は
、
原
則
的
な
牴
触
規
則
と
し
て
は
、
結
果
発
生
地
説
を
採
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、
不
法
行
為
の
準

拠
法
を
決
定
す
る
た
め
の
原
則
的
な
連
結
点
を
「
加
害
行
為
の
結
果
が
発
生
し
た
地
」
と
す
る
。
こ
の
条
文
に
お
け
る
「
結
果
発
生

地
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
率
然
と
、「
法
益
侵
害
の
結
果
が
発
生
し
た
地
の
こ
と
で
あ
」
る
と
説
明
さ
れ
て
い

（
４
）

る
。
し
か
し
、

「
法
益
侵
害
」
と
は
刑
事
法
的
な
匂
い
の
す
る
表
現
で
あ
り
、
民
刑
分
離
の
行
き
届
い
た
我
が
国
の
状

（
５
）

況
に
照
ら
し
て
、
強
い
違
和

感
を
覚
え
る
。

通
則
法
一
七
条
の
全
体
の
規
律
は
、
ス
イ
ス
（
国
際
私
法
一
三
三
条
二
項
）
の
影
響
を
最
も
強
く
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

（
６
）

る
。

《論 説》
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こ
の
ス
イ
ス
に
お
け
る
「
結
果
」
概
念
の
解
釈
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
れ
に
由
来
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
遍
在

理
論
を
前
提
と
す
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
結
果
」
の
解
釈
を
、
そ
の
よ
う
な
前
提
を
採
ら
な
い
日
本
法
が
無
批
判
に
継
受
す
る
理
由

は
、
な
い
の
で
は
な
い

（
７
）

か
。
そ
し
て
、
民
刑
分
離
を
明
確
に
意
識
す
れ
ば
、「
結
果
」
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
と
異
な
る
解
釈

を
採
る
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
、
ス
イ
ス
と
ド
イ
ツ
の
規
律
を
概
観
し
「
結
果
」
の
解
釈
と
そ
の
根
拠
を
確
認
し
た
う
え
で
、
我
が
国
に
お
け
る
従
来
の

裁
判
例
を
も
踏
ま
え
、
我
が
国
に
お
け
る
あ
る
べ
き
解
釈
論
を
提
示
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
第
二
の
目
的
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
、
従
来
の
学
説
・
裁
判
例
の
整
理
を
簡
潔
に
示
し
た
う
え
で
、
今
般
の
改
正
作
業
を
批
判
的
に
検
討
し
、
通
則

法
一
七
条
の
「
結
果
」
に
つ
い
て
の
立
法
者
意
思
を
確
認
す
る
（
第
二
章
）。
次
に
、「
結
果
」
の
解
釈
を
中
心
に
、
ス
イ
ス
と
ド
イ

ツ
に
お
け
る
規
律
と
そ
の
根
拠
を
確
認
し
た
う
え
で
、
我
が
国
に
お
け
る
あ
る
べ
き
解
釈
論
を
提
示
す
る
（
第
三
章
）。
最
後
に
、

結
論
と
今
後
の
課
題
を
整
理
し
て
示
す
（
第
四
章
）。

第
二
章

従
来
の
学
説
・
裁
判
例
と
法
改
正

本
章
で
は
、
ま
ず
、
改
正
作
業
が
開
始
さ
れ
る
時
点
ま
で
の
我
が
国
に
お
け
る
学
説
・
裁
判
例
に
つ
き
簡
潔
に
示
し
（
第
一
節
）、

そ
れ
と
の
対
比
で
、
今
般
の
改
正
作
業
が
我
が
国
に
お
け
る
従
来
の
法
状
況
を
必
ず
し
も
正
確
に
理
解
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
、「
た
た
き
台
」
等
の
資
料
に
即
し
て
説
明
す
る
（
第
二
節
）。
次
に
、
不
法
行
為
の
準
拠
法
を
決
定
す
る
た
め
の
一
般
則

で
あ
る
通
則
法
一
七
条
の
「
結
果
」
の
解
釈
に
的
を
絞
り
、
立
法
者
と
通
則
法
制
定
後
の
学
説
と
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
「
法
益
侵
害
」

と
解
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
そ
の
根
拠
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
（
第
三
節
）。

法適用通則法１７条（不法行為の一般則）における「結果」の解釈
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第
一
節

従
来
の
学
説
・
裁
判
例
の
展
開
と
私
見

本
節
で
は
、
改
正
作
業
が
開
始
さ
れ
る
時
点
ま
で
に
法
例
一
一
条
一
項
の
「
原
因
事
実
発
生
地
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ

て
い
た
我
が
国
に
お
け
る
学
説
・
裁
判
例
に
つ
い
て
、
以
前
に
整
理
し
た
も
の
を
簡
潔
に
示
し
、
次
節
以
下
の
検
討
の
礎
と
す
る
。

一

法
例
制
定
の
際
の
法
典
調
査
会
の
質
疑
に
お
い
て
、
穗
積
陳
重
起
草
委
員
は
、
法
例
一
一
条
一
項
の
趣
旨
を
以
下
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
て
い
た
。
重
要
な
箇
所
な
の
で
、
改
め
て
引
用
し
て
お
く
。

「
日
本
デ
荷
ヲ
造
ツ
テ
或
ル
危
險
ナ
品
物
ヲ
送
ル
、
ソ
レ
ガ
外
國
デ
他
人
ニ
損
害
ヲ
及
ボ
シ
タ
全
ク
其
原
因
ノ
生
ズ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
日

本
デ
荷
造
ヲ
シ
タ
ノ
ガ
惡
ル
カ
ツ
タ
併
シ
ソ
レ
ガ
爲
メ
ニ
爆
發
物
ガ
他
ノ
財
産
ニ
害
ヲ
及
ボ
シ
タ
ト
カ
人
ヲ
傷
ケ
タ
ト
カ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
色
々

ナ
事
ガ
生
ジ
マ
シ
タ
ト
キ
ニ
於
テ
ハ
其
事
實
ハ
外
國
ニ
於
テ
發
シ
タ
其
不
法
行
爲
ノ
原
因
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
日
本
ニ
於
テ
不
注
意
ト
云
フ
ヤ
ウ

ナ
コ
ト
ヨ
リ
生
ズ
ル
…
…
幾
ラ
カ
事
實
ノ
發
生
ト
云
フ
方
ニ
重
キ
ヲ
置
ク
爲
メ
ニ
文
字
ヲ
變
ヘ
タ
丈
ケ
ノ
コ
ト
デ
ア
リ

（
８
）

マ
ス
」

こ
の
説
明
を
直
視
し
、
起
草
者
は
、
厳
密
に
は
、
結
果
発
生
地
説
に
立
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、「
加
害
行
為
地
（
行
動

地
）
と
損
害
発
生
地
（
結
果
発
生
地
）
と
が
『
不
法
行
為
（
債
権
）』
と
い
う
単
位
法
律
関
係
に
同
じ
程
度
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る

場
合
に
は
、『
幾
ラ
カ
』
損
害
発
生
地
（
結
果
発
生
地
）
と
の
関
係
に
『
重
キ
ヲ
置
ク
』
こ
と
に
よ
っ
て
、
損
害
発
生
地
（
結
果
発
生

地
）
を
『
原
因
事
実
発
生
地
』
と
解
釈
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。
だ
と
す
る
と
、
…
…
加
害

行
為
地
（
行
動
地
）
よ
り
も
損
害
発
生
地
（
結
果
発
生
地
）
と
の
関
係
の
方
を
『
幾
ラ
カ
』
重
視
す
る
と
い
う
立
場
を
採
っ
て
い
た

と
い
う
理
解
も
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。」
と
い
う
私
見
を
、
改
正
作
業
の
開
始
前
後
の
時
期
に
提
示
し
て
い

（
９
）

た
。

《論 説》
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最
近
で
は
、
起
草
者
の
立
場
に
つ
き
、「
結
果
発
生
地
説
寄

（
１０
）

り
」
と
か
「
基
本
的
に
は
結
果
発
生
地
説
に
立
っ
て
い

（
１１
）

た
」
と
い
っ

た
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

二

従
来
の
学
説
は
、
大
き
く
四
つ
の
立
場
に
分
か
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
行
動
地

（
１２
）

説
、
結
果
発
生
地

（
１３
）

説
、
二
分

（
１４
）

説
と
、
最
密

接
関
係
地

（
１５
）

説
で
あ
る
。
改
正
直
前
に
は
、
二
分
説
が
多
数
説
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
再
び
結
果
発
生
地
説
が
有
力
に
な
っ
て
き
て
い

（
１６
）

た
。三

改
正
作
業
が
開
始
さ
れ
る
時
点
ま
で
に
公
表
さ
れ
た
関
係
の
裁
判
例
は
、
以
下
の
一
〇
件
一
一
判
決
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

�
東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
五
月
二
七
日
下
民
集
一
六
巻
五
号
九
二
三
頁
、
�
東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
八
月
二
八
日
下
民
集
一
六
巻
八

号
一
三
四
二
頁
、
�
大
阪
高
判
昭
和
五
五
年
六
月
二
七
日
判
タ
四
二
九
号
一
二
九
頁
、
�
東
京
地
判
昭
和
六
〇
年
七
月
一
五
日
判
時

一
二
一
一
号
一
二
〇
頁
、
�
東
京
地
判
昭
和
六
〇
年
七
月
三
〇
日
判
時
一
一
七
〇
号
九
五
頁
、
�
東
京
地
判
平
成
三
年
九
月
二
四
日

判
時
一
四
二
九
号
八
〇
頁
、
�
東
京
地
判
平
成
九
年
七
月
一
六
日
判
時
一
六
一
九
号
一
七
頁
（
大
韓
航
空
機
撃
墜
事
件
）、
	
神
戸
地

判
平
成
九
年
一
一
月
一
〇
日
判
タ
九
八
四
号
一
九
一
頁
、


東
京
地
判
平
成
一
一
年
四
月
二
二
日
判
時
一
六
九
一
号
一
三
一
頁
、
�

東
京
高
判
平
成
一
二
年
一
月
二
七
日
判
時
一
七
一
一
号
一
三
一
頁
（


判
決
の
控
訴
審
判
決
）、
�
東
京
地
判
平
成
一
二
年
九
月
二
五

日
判
時
一
七
四
五
号
一
〇
二
頁
（
タ
イ
航
空
機
墜
落
事
件
）
で
あ
る
。

�

こ
れ
ら
を
分
析
し
た
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
裁
判
所
の
立
場
が
明
確
に
認
識
で
き
る
も

の
と
し
て
は
、「
行
動
地
説
」
と
相
容
れ
な
い
も
の
（
�
�
�
判
決
）、「
結
果
発
生
地
説
」
と
相
容
れ
な
い
も
の
（
�
�
�


�
�
判

決
）、「
二
分
説
」
と
相
容
れ
な
い
も
の
（
�
�
�
判
決
）
に
分
け
ら
れ
る
。
次
に
、
や
や
強
引
か
も
し
れ
な
い
が
、
さ
ら
に
進
ん
で

裁
判
所
の
処
理
が
最
も
近
い
と
評
価
で
き
る
も
の
で
分
け
る
と
、「
行
動
地
説
」（
�
�
�
	


判
決
）、「
結
果
発
生
地
説
」（
�
�
�

判
決
）、「
二
分
説
」（
�
�
判
決
）
に
分
け
ら
れ

（
１７
）

る
。
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以
上
、
従
来
の
裁
判
例
は
、「
行
動
地
説
」
に
や
や
有
利
に
展
開
し
て
い
た
が
、
理
論
的
立
場
に
は
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
り
、「
各
判
決

の
事
案
に
照
ら
し
て
見
る
と
、
…
…
裁
判
所
は
、
と
き
に
『
行
動
地
説
』
や
『
結
果
発
生
地
説
』
と
一
致
す
る
処
理
を
行
っ
て
は
い

る
が
、
ト
ー
タ
ル
し
て
み
れ
ば
最
密
接
関
係
地
法
を
適
用
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
そ
の
よ
う
な
処
理
を
採
っ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ

（
１８
）

る
。」

�

こ
れ
ら
の
判
決
の
中
に
、「
損
害
発
生
地
（
結
果
発
生
地
）」
を
決
め
る
際
に
考
慮
さ
れ
る
「
損
害
」
が
「
第
一
次
的
損
害
」

に
限
ら
れ
る
の
か
「
第
二
次
的
損
害
」
も
含
ま
れ
る
の
か
（
通
則
法
一
七
条
に
即
し
て
言
い
換
え
る
と
、「
結
果
」
が
「
法
益
侵
害
」
に

限
ら
れ
る
の
か
否
か
）
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
�
判
決
は
、
日
本
で
の
映
画
の
上
映
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ

と
に
よ
る
逸
失
利
益
を
「
第
二
次
的
損
害
」
と
見
れ
ば
、
そ
れ
を
も
含
む
と
い
う
立
場
を
採
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

�
判
決
は
、「
第
一
次
的
損
害
」
に
限
る
趣
旨
を
明
言
し
て
い
る
。
ま
た
、
�
判
決
は
、
結
果
と
し
て
「
第
一
次
的
損
害
」
に
限
る

立
場
を
採
っ
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
、
一
見
す
る
と
、
従
来
の
裁
判
例
で
は
、「
第
一
次
的
損
害
」
に
限
る
立
場
が
優
勢
で
あ
る
よ

う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
�
判
決
は
、「
第
一
次
的
損
害
発
生
地
」
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
と
最
も
密
接
に
関
連
す
る
事
案
で
あ
り
、
仮
に
考
慮
さ
れ

る
「
損
害
」
に
「
第
二
次
的
損
害
」
を
含
め
た
と
し
て
も
、
イ
タ
リ
ア
法
を
準
拠
法
と
す
る
結
論
は
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
�
判
決

（
大
韓
航
空
機
撃
墜
事
件
）
は
、「
第
一
次
的
損
害
発
生
地
」
は
公
海
で
あ
り
「
法
例
一
一
条
一
項
の
適
用
が
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、

条
理
に
よ
り
準
拠
法
を
日
本
法
と
し
た
が
、「
第
二
次
的
損
害
」
を
含
め
れ
ば
、
複
数
の
加
害
行
為
地
（
行
動
地
）
と
損
害
発
生
地

（
結
果
発
生
地
）
の
う
ち
で
最
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
は
「
第
二
次
的
損
害
発
生
地
」
で
あ
る
日
本
だ
と
し
て
、
同
条
を
適
用

し
つ
つ
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
法
例
一
一
条
一
項
で
は
な
く
条
理
に
よ
っ
た
�

判
決
（
タ
イ
航
空
機
墜
落
事
件
）
も
、
�
判
決
の
場
合
と
同
様
に
考
え
れ
ば
、
法
例
一
一
条
一
項
を
適
用
し
つ
つ
最
密
接
関
係
地
法

《論 説》
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で
あ
る
日
本
法
を
導
く
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ

（
１９
）

る
。

さ
ら
に
、
も
と
も
と
の
検
討
の
契
機
と
な
っ
た
、
加
害
行
為
地
（
行
動
地
）
と
第
一
次
的
損
害
発
生
地
が
い
ず
れ
も
国
外
に
あ
る

事
例
で
あ
る
、
カ
ナ
ダ
の
ス
キ
ー
場
で
の
日
本
人
間
の
接
触
事
故
に
関
す
る


千
葉
地
判
平
成
九
年
七
月
二
四
日
判
時
一
六
三
九
号

八
六
頁
と
、
米
国
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
で
の
日
本
人
留
学
生
間
の
自
動
車
事
故
に
関
す
る
�
岡
山
地
判
平
成
一
二
年
一
月
二
五
日
交
民

集
三
三
巻
一
号
一
五
七
頁
に
も
付
言
す
る
。
前
者
は
、「
第
二
次
的
損
害
発
生
地
法
」
で
あ
る
日
本
法
を
適
用
し

（
２０
）

た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
後
者
は
、
同
州
法
を
準
拠
法
と
し
つ
つ
、
負
傷
し
た
被
害
者
の
両
親
固
有
の
慰
謝
料
、
弁
護
士
費
用
、
遅
延
損
害
金
と
い
う
重

要
な
点
に
つ
き
同
州
法
の
適
用
を
公
序
違
反
と
し
、
日
本
法
を
適
用
し
た
。
し
か
し
、


判
決
と
同
様
に
考
え
れ
ば
、
法
例
一
一
条

一
項
か
ら
日
本
法
を
導
く
こ
と
が
で
き

（
２１
）

た
。

以
上
、
従
来
の
裁
判
例
に
は
、「
損
害
」
に
「
第
二
次
的
損
害
」
を
含
め
た
も
の
も
少
数
な
が
ら
存
在
し
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
よ

う
な
解
釈
を
採
れ
ば
法
例
一
一
条
一
項
を
適
用
し
て
最
密
接
関
係
地
法
を
導
け
た
も
の
も
よ
り
多
く
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
従
来
の
裁

判
例
か
ら
は
、
具
体
的
妥
当
性
を
追
求
す
る
た
め
に
「
損
害
」
に
「
第
二
次
的
損
害
」
を
含
め
る
解
釈
を
採
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て

い
た
と
言
え

（
２２
）

る
。

四

�

こ
の
後
、
不
法
行
為
の
準
拠
法
の
決
定
に
つ
い
て
は
最
初
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
、
�
最
判
平
成
一
四
年
九
月
二
六
日

民
集
五
六
巻
七
号
一
五
五
一
頁
（


�
判
決
の
上
告
審
判
決：
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
事
件
）
が
出
た
。
日
本
に
本
店
を
有
す
る
日
本
法
人

（
被
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
の
日
本
国
内
に
お
け
る
行
為
が
、
日
本
に
住
所
を
有
す
る
日
本
人
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
の

米
国
特
許
権
を
侵
害
す
る
も
の
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
こ
の
事
例
に
つ
い
て
、
そ
の
多
数
意
見
は
、「
本
件
損
害
賠
償
請
求
に
つ

い
て
、
法
例
一
一
条
一
項
に
い
う
『
原
因
タ
ル
事
実
ノ
発
生
シ
タ
ル
地
』
は
、
本
件
米
国
特
許
権
の
直
接
侵
害
行
為
が
行
わ
れ
、
権

利
侵
害
と
い
う
結
果
が
生
じ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
同
国
の
法
律
を
準
拠
法
と
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し

法適用通則法１７条（不法行為の一般則）における「結果」の解釈
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て
い
る
。
こ
れ
は
、「
結
果
発
生
地
説
」
を
採
用
し
た
も
の
と
一
応
は
理
解
で
き

（
２３
）

る
。

し
か
し
、「
加
害
行
為
地
（
行
動
地
）」
お
よ
び
「
第
二
次
的
損
害
発
生
地
」
は
日
本
で
あ
り
、
両
当
事
者
の
事
情
も
併
せ
考
え
る

と
、
日
本
が
最
密
接
関
係
地
だ
と
評
価
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
�
判
決
は
従

来
の
裁
判
例
の
流
れ
か
ら
外
れ
た
も
の
で
あ
り
、
町
田
顯
裁
判
官
の
意
見
を
依
然
と
し
て
支
持
す

（
２４
）

る
。

�

�
判
決
後
で
は
、
�
東
京
地
判
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
六
日
判
時
一
八
七
四
号
二
三
頁
が
、「
被
告
が
日
本
国
内
か
ら
原
告

の
米
国
内
の
取
引
先
に
対
し
て
行
う
告
知
・
流
布
行
為
の
差
止
め
及
び
損
害
賠
償
」
に
つ
い
て
の
「
原
因
事
実
の
発
生
地
は
、
被
告

が
電
子
メ
ー
ル
及
び
郵
便
書
簡
を
発
信
な
い
し
発
送
し
た
地
で
あ
る
我
が
国
」
で
あ
る
と
し
て
日
本
法
を
適
用
し
た
。
こ
れ
は
、

「
行
動
地
説
」
と
一
致
す
る
表
現
で
あ
る
（
ち
な
み
に
、
両
当
事
者
は
日
本
法
人
で
あ
り
、「
第
二
次
的
損
害
発
生
地
」
も
日
本
で
あ
っ

た
）。
ま
た
、
�
大
阪
地
判
平
成
一
六
年
一
一
月
九
日
判
時
一
八
九
七
号
一
〇
三
頁
は
、「
原
因
事
実
の
発
生
地
は
、
被
告
会
社
の
行

為
地
で
あ
り
か
つ
原
告
に
損
害
の
発
生
し
た
地
で
も
あ
る
我
が
国
で
あ
」
る
と
し
て
日
本
法
を
準
拠
法
と
し
た
（
ち
な
み
に
、
両
当

事
者
は
日
本
法
人
で
あ
っ

（
２５
）

た
）。

�
�
判
決
の
い
ず
れ
も
が
、
�
判
決
の
後
に
出
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
結
果
発
生
地
説
」
を
採
ら
ず
、
最
密
接
関
係
地
が

日
本
で
あ
る
こ
と
を
直
視
し
て
準
拠
法
判
断
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
唯
一
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
�
判
決
が
、
一
貫
し
て
最
密

接
関
係
地
法
を
適
用
し
て
き
て
い
る
下
級
審
の
裁
判
例
の
流
れ
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
見
え
る
の
は
、
い
か
に
も
興
味
深
い
現
象
で
は

な
か
ろ
う
か
。

五

一
か
ら
三
ま
で
に
確
認
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
�
判
決
の
直
後
に
、「
最
密
接
関
係
地
説
」
の
処
理
の
明
確
化
を
試
み
る

私
見
を
提
示
し
て
い
た
。
以
下
に
再
説
す
る
。

す
な
わ
ち
、「『
原
因
事
実
』
と
い
う
文
言
に
は
『
加
害
行
為
』
も
『
損
害
』
も
含
ま
れ
る
（『
原
因
事
実
発
生
地
』
と
い
う
文
言
に

《論 説》
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は
『
加
害
行
為
地
（
行
動
地
）』
も
『
損
害
発
生
地
（
結
果
発
生
地
）』
も
含
ま
れ
る
）
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
事
案
に

よ
っ
て
は
、
複
数
の
加
害
行
為
地
（
行
動
地
）
と
損
害
発
生
地
（
結
果
発
生
地
）
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
の
よ
う
な
事
案

に
お
い
て
は
、
そ
の
う
ち
で
最
も
密
接
に
関
係
す
る
地
を
『
原
因
事
実
発
生
地
』
と
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
い
ず
れ
の
地
も

同
じ
程
度
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
事
案
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
損
害
発
生
地
（
結
果
発
生
地
）
の
方
を
『
原
因
事
実
発
生
地
』
と
解

釈
す
る
。」

「『
損
害
発
生
地
』
を
決
め
る
際
に
考
慮
さ
れ
る
『
損
害
』
に
は
、『
第
二
次
的
損
害
』
も
入
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

考
慮
さ
れ
る
『
損
害
』
の
範
囲
を
決
め
る
基
準
時
点
は
、
不
法
行
為
の
成
否
が
最
初
に
問
題
に
な
っ
た
時
点
と
す
べ
き
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
基
準
時
点
よ
り
後
に
発
生
し
た
損
害
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
基
準
時
点
に
お
い
て
そ
の
確
実
な
発
生
が
類
型
的
・
客
観
的

に
予
測
で
き
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
考
慮
さ
れ
る
『
損
害
』
に
含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ

（
２６
）

る
。」

拙
稿
が
公
表
さ
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
以
上
で
説
明
し
て
き
た
大
き
な
流
れ
と
断
絶
し
た
改
正
作
業
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
節
を
改
め
て
論
じ
る
。

第
二
節

法
例
廃
止
に
至
る
ま
で
の
議
論
に
内
在
す
る
問
題
点

前
節
で
は
、
改
正
前
の
学
説
・
裁
判
例
に
つ
き
簡
単
な
が
ら
確
認
し
た
。
本
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
展
開
を
き
ち
ん
と
踏
ま
え
ず
に

そ
の
後
の
改
正
作
業
が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
改
正
作
業
に
対
し
批
判
的
検
討
を
加
え
て
い
く
。

一

平
成
一
五
年
五
月
一
三
日
に
第
一
回
会
議
が
開
催
さ
れ
た
「
法
制
審
議
会
国
際
私
法
（
現
代
化
関
係
）
部
会
」（
部
会
長＝

櫻

田
嘉
章
教
授
）
に
お
け
る
不
法
行
為
部
分
の
審
議
の
「
た
た
き
台
」
と
な
っ
た
、「
法
例
研
究
会
」（
座
長＝

道
垣
内
正
人
教
授
）
に
よ

る
『
法
例
の
見
直
し
に
関
す
る
諸
問
題
�
』（
以
下
、『
諸
問
題
�
』
と
す
る
）
は
、
法
例
一
一
条
一
項
が
連
結
点
を
「
原
因
事
実
発
生

法適用通則法１７条（不法行為の一般則）における「結果」の解釈
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地
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
の
問
題
点
と
し
て
、
三
点
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
本
稿
と
関
連
す
る
の
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
例
外
的
な
事
案
に
お
い
て
は
、
不
法
行
為
地
は
単
に
偶
然
的
な
関
係
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
も
あ
り
、
硬
直
的
か

つ
機
械
的
に
原
因
事
実
発
生
地
法
を
準
拠
法
と
す
る
の
で
は
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
が
あ
る
こ
と
」、「
隔
地
的
不
法
行
為
、
す
な
わ
ち

行
動
地
と
結
果
発
生
地
と
が
異
な
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、原
因
事
実
発
生
地
の
確
定
に
つ
い
て
解
釈
が
分
か
れ
る
こ
と
」で
あ

（
２７
）

る
。

し
か
し
、「
原
因
事
実
発
生
地
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、「
硬
直
的
か
つ
機
械
的
」
な
の
は
学
説
の
多
数
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

裁
判
所
は
、
総
合
的
に
見
れ
ば
、
柔
軟
な
処
理
を
し
て
き
て
い
る
。
第
一
節
三
・
四
で
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、『
諸
問
題
�
』
は
、
こ
の
現
実
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
近
時
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
法
例
一
一
条
一
項
に
よ
れ
ば
不
法
行
為
地
法
で
あ
る
外
国
法
を
適
用
す
る
の
が
相
当
で
あ
っ
た
場

合
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
理
由
を
述
べ
て
日
本
法
の
適
用
を
導
い
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
」
と
し
て
、
前
掲



千
葉
地
判
平
成
九
年
七
月
二
四
日
、
�
岡
山
地
判
平
成
一
二
年
一
月
二
五
日
、
�
東
京
地
判
平
成
一
二
年
九
月
二
五
日
（
タ
イ
航
空

機
墜
落
事
件
）、
以
上
の
三
件
を
列
挙
す

（
２８
）

る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
も
疑
問
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、「
法
例
一
一
条
一
項
に
よ
れ
ば
不
法
行
為
地
法
で
あ
る
外
国
法
を
適

用
す
る
の
が
相
当
で
あ
っ
た
」
と
決
め
つ
け
て
い

（
２９
）

る
が
、
そ
の
よ
う
な
決
め
つ
け
を
す
る
の
は
、「
硬
直
的
か
つ
機
械
的
」
な

（
３０
）

頭
が

原
因
な
の
で
は
な
い
か
。
第
二
に
、
改
正
の
必
要
性
を
主
張
す
る
た
め
に
列
挙
さ
れ
た
前
記
の
三
件
の
う
ち
、
改
正
提
案
に
よ
る
新

規
定
に
従
え
ば
「
硬
直
的
か
つ
機
械
的
」
な
頭
で
も
日
本
法
を
導
け
る
の
か
と
い
う
点
の
確
認
は
、


判
決
に
つ
い
て
し
か
な
さ
れ

て
い
な

（
３１
）

い
。
仮
に
�
�
判
決
に
つ
い
て
は
「
最
密
接
関
係
地
法
の
適
用
（
回
避
条
項
）（
例
外
的
な
連
結
�
）」
に
よ
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
こ
で
デ
メ
リ
ッ
ト
と
さ
れ
て
い
る
「
法
適
用
に
対
す
る
予
見
可
能
性
・
法
的
安
定
性
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ

（
３２
）

と
」
と
い
う
点
が
�
�
判
決
に
も
妥
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
改
正
に
よ
っ
て
も
「
硬
直
的
か
つ
機
械
的
」
な
頭
か

《論 説》

１２６



ら
生
じ
る
問
題
は
解
消
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
回
避
条
項
に
お
い
て
は
「
原
因
事
実
発
生
地
」
と
い
う
概
念
が

有
し
て
い
た
枠
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、「
予
見
可
能
性
・
法
的
安
定
性
」
は
、
逆
に
低
下
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、『
諸
問
題
�
』
は
、
改
正
提
案
の
検
討
部
分
で
、
第
一
節
で
前
掲
し
た
�
�
�
判
決
に
も
言
及
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、

�
判
決
が
「
乙
案
」
に
、
�
判
決
が
「
丙
案
」
に
、
�
判
決
が
「
折
衷
説
（
類
型
説
）」（
本
稿
で
は
「
二
分
説
」
と
表
現
）
に
そ
れ
ぞ

れ
対
応
す
る
こ
と
が
、
バ
ラ
バ
ラ
に
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

（
３３
）

い
。

以
上
、『
諸
問
題
�
』
は
、
従
来
の
裁
判
例
を
表
面
的
に
引
用
す
る
の
み
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
無
視
し
て
い

（
３４
）

る
。
こ
の
よ
う
な

現
状
認
識
で
改
正
作
業
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、裁
判
所
は
、改
正
作
業
に
そ
れ
な
り
の
敬
意
を
払
え
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る
。

二

「
法
制
審
議
会
国
際
私
法
（
現
代
化
関
係
）
部
会
」
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
も
、
従
来
の
裁
判
例
に
対
す
る
検
討
は
な
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
全
二
八
回
の
う
ち
要
綱
案
を
ま
と
め
る
最
終
段
階
で
あ
る
第
二
六
回
（
平
成
一
七
年
六
月
一
四
日
開

催
）
と
第
二
七
回
（
同
七
月
五
日
開
催
）
の
会
議
で
は
、
改
正
作
業
を
象
徴
す
る
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
由
々
し
き
や
り
と
り

が
あ
っ
た
。
直
接
に
は
法
例
一
一
条
二
・
三
項
（
通
則
法
二
二
条
一
・
二
項
と
し
て
存
続
）
を
維
持
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
も
の
で

あ
る
が
、
極
め
て
重
要
な
の
で
、
以
下
に
引
用
し
て
お
く
。

�

ま
ず
、
第
二
六
回
会
議
か
ら
引
用
す
る
。

「
●

事
務
局
が
Ａ
案
〔
法
例
一
一
条
二
・
三
項
の
維
持
―
引
用
者
注
〕
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
と
い
う
ふ
う
に
お
聞
き
し
た
趣
旨
で
す
が
、

…
…
現
に
一
一
条
二
項
を
適
用
し
て
妥
当
な
結
論
を
導
い
て
い
る
判
決
が
あ
る
。
平
成
一
四
年
の
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
事
件
が
ま
さ
に

そ
う
で
、
…
…
ま
た
各
国
の
不
法
行
為
法
制
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
か
ら
、
や
は
り
ど
の
よ
う
な
行
為
が
違
法
と
さ
れ
る
か
よ
く
わ
か
ら

な
い
―
―
成
立
に
お
け
る
違
法
性
の
問
題
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
時
効
期
間
の
問
題
と
か
も
あ
る
と
思
い
ま
す
―
―
そ
う

い
っ
た
も
の
を
日
本
法
に
照
ら
し
て
、
す
べ
て
公
序
に
よ
っ
て
成
立
、
あ
る
い
は
請
求
権
の
存
否
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
カ
バ
ー
し
切

法適用通則法１７条（不法行為の一般則）における「結果」の解釈
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れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
今
決
断
す
る
こ
と
は
非
常
に
危
険
な
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

（
中
略
）

そ
れ
か
ら
、
…
…
マ
ス
コ
ミ
の
方
か
ら
連
絡
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
名
誉
毀
損
、
信
用
毀
損
に
つ
い
て
の
特
則
を
設
け
る
か
否
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
一
一
条
二
項
の
存
否
〔
マ
マ
〕
は
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
来
て
お
り
ま
し
て
、
…
…

そ
れ
と
、
こ
う
い
う
大
き
な
問
題
で
す
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
民
間
企
業
等
を
監
督
し
て
お
り
ま
す
ほ
か
の
省
庁
に
聞
き
ま
し
て
も
、

一
一
条
二
項
を
外
す
の
は
ま
か
り
な
ら
ん
と
い
う
声
が
や
は
り
強
う
ご
ざ
い
ま
す
。
…
…
今
の
状
況
で
一
一
条
二
項
を
削
る
と
い
う

立
法
提
案
を
す
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
法
制
審
の
総
会
を
通
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
の
立
法
過
程

で
、
ま
た
結
局
Ａ
案
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
可
能
性
が
非
常
に
高
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
…
…
立
法

を
担
当
し
て
お
り
ま
す
事
務
当
局
の
感
触
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

●

そ
う
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
一
一
条
の
規
定
は
も
う
そ
の
ま
ま
に
置
い
て
お
く
と
い
う
手
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
内

容
的
に
変
え
て
、
そ
れ
を
現
在
の
規
定
を
裏
書
き
す
る
よ
う
な
形
で
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
な
か
な
か
分
か
り
に
く
い
け

れ
ど
も
、
と
に
か
く
一
一
条
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
と
い
う
説
明
が
で
き
る
ん
だ
っ
た
ら
、
そ
の
方
が
よ
ろ
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

う
か
。（

後
略
）

●

今
の
○
○
委
員
の
御
発
言
、
ち
ょ
っ
と
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
○
○
委
員
は
、
一
一
条
二
項
を
残
す
ぐ

ら
い
な
ら
、
も
う
一
一
条
を
全
然
改
正
し
な
い
で
お
け
と
、
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。
せ
っ
か
く
今
日
だ
け
で
も
相

当
の
時
間
を
か
け
て
こ
こ
の
議
論
を
し
て
き
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
し
、
こ
れ
ま
で
か
け
た
時
間
は
膨
大
な
時
間
で
、
そ
れ
な
り

に
画
期
的
な
提
案
が
い
ろ
い
ろ
入
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
一
一
条
二
項
の
た
め
に
全
部
パ
ー
に
し
て
し
ま
う

と
い
う
の
は
、
何
か
余
り
に
も
も
っ
た
い
な
い
よ
う
に
思
う
ん
で

（
３５
）

す
が
。」

以
上
の
引
用
部
分
の
う
ち
、
法
例
一
一
条
維
持
の
提
案
に
対
す
る
、〈「
こ
れ
ま
で
か
け
た
時
間
は
膨
大
な
時
間
」
な
の
で
法
例
一

《論 説》
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一
条
を
改
正
し
な
い
の
は
「
余
り
に
も
も
っ
た
い
」
と
い
う
浅
薄
な
発
言
〉
に
は
、
審
議
を
尽
く
さ
ず
粗
製
濫
造
さ
れ
て
い
る
近
年

の
諸
法
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

�

次
に
、
第
二
七
回
会
議
か
ら
引
用
す
る
。

「
●

私
、
パ
ブ
コ
メ
の
趨
勢
で
、
も
う
こ
の
件
は
削
除
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
前
回
決
定
し
た
と
い
う
理
解
で
い
た
も
の
で
す
か
ら
、

意
見
を
言
う
必
要
も
な
い
と
思
っ
た
ん
で
す
が
、
実
は
先
ほ
ど
の
御
議
論
に
関
し
て
、
今
回
大
変
、
不
法
行
為
に
関
し
て
明
確
化
と

か
個
別
の
規
定
化
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
非
常
に
私
も
結
構
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
た

だ
本
当
は
、
原
因
事
実
発
生
地
と
い
う
裁
判
官
の
裁
量
で
不
法
行
為
地
と
も
読
め
る
よ
う
な
現
行
法
の
規
定
を
結
果
発
生
地
と
い
う

形
で
ど
ん
と
言
い
切
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
き
こ
の
部
会
で
は
大
し
て
反
発
と
か
異
論
と
〔
か
〕
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
知
的
財

産
関
係
者
を
初
め
、
い
ろ
い
ろ
な
形
の
方
が
今
回
の
不
法
行
為
の
抜
本
的
な
改
正
に
つ
い
て
違
和
感
と
い
う
の
で
す
か
ね
、
同
意
し

て
い
な
い
と
い
う
層
も
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
い
や
、
最
終
的
に
は
当
面
一
一
条
二
項
、
三

項
は
維
持
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
考
え
れ
ば
別
に
大
し
て
弊
害
が
予
想
さ
れ
な
い
と
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
こ
う
い

う
形
で
不
法
行
為
の
原
則
的
連
結
、
そ
れ
か
ら
例
外
の
考
え
方
を
す
っ
き
り
し
て
、
そ
れ
か
ら
一
方
で
、
弊
害
に
つ
い
て
は
二
項
、

三
項
が
あ
る
か
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
形
で
、
恐
ら
く
い
ろ
い
ろ
な
団
体
が
そ
う
い
う
発
想
法
で
今
は
収
斂
し
つ
つ
あ
る
と
い

う
理
解
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
行
為
の
規
定
が
し
っ
か
り
書
か
れ
た
か
ら
二
項
、
三
項
は
デ
リ
ー
ト
し
て
い
い
と
い
う

の
は
、
こ
の
内
容
を
よ
く
御
存
じ
の
こ
の
部
会
の
委
員
の
方
は
そ
う
い
う
発
想
を
さ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
法
案
を
パ
ッ
ケ
ー

ジ
で
提
案
さ
れ
た
国
民
は
そ
う
は
受
け
と
め
て
い
な
く
て
、
お
お
こ
ん
な
に
変
わ
る
ん
だ
と
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
二
項
、

三
項
は
要
る
の
で
し
ょ
う
ね
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
な
組
織
で
恐
ら
く
議
論
が
な
さ
れ
、
受
け
と
め
が
な
さ
れ
た
と
、
こ

う
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
い
ま
す
。

（
後

（
３６
）

略
）」
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こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
特
に
実
務
の
側
に
改
正
へ
の
根
強
い
異
論
が
あ
る
こ
と
、
法
例
一
一
条
二
・
三
項
の
維
持
を
条

件
に
反
発
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
�
で
引
用
し
た
第
二
六
回
会
議
に
お
け
る
諸
発
言
と
併
せ
考
え
て
、
い
っ
た
い
不
法

行
為
部
分
の
改
正
に
ど
れ
ほ
ど
の
正
統
性
が
あ
る
の
か
、
強
い
疑
問
が
残
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
前
節
か
ら
示
し
て
き
た
よ
う
な
実
務
の
動
向
を
無
視
し
て
、
通
則
法
一
七
条
以
下
の
不
法
行
為
の
準
拠
法
を
導
く
た

め
の
規
定
が
新
設
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
新
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
見
解
が
示
さ
れ
て
お
り
、
学
説
は
ほ
ぼ
そ
れ
に

盲
従
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
次
節
で
は
、
通
則
法
一
七
条
の
「
結
果
」
概
念
の
解
釈
を
例
に
採
っ
て
、
そ
の
点
を
確
認
す
る
。

第
三
節

法
適
用
通
則
法
一
七
条
の
「
結
果
」
に
つ
い
て
の
立
法
者
意
思
を
め
ぐ
っ
て

前
節
で
は
、
実
務
の
動
向
を
無
視
し
て
改
正
作
業
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
既
に
「
法
制
審
議
会
国
際
私
法
（
現
代
化
関

係
）
部
会
」
に
お
い
て
、
実
務
側
か
ら
通
則
法
一
七
条
以
下
の
（
二
二
条
を
除
く
）
新
規
定
（
当
時
、
案
）
に
対
す
る
根
強
い
疑
問
が

示
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
本
節
で
は
、
通
則
法
一
七
条
の
「
結
果
」
概
念
に
つ
い
て
、
立
法
を
担
当
し
た
法
務
省
の
見
解

と
、
こ
の
点
に
関
す
る
諸
学
説
の
解
釈
を
確
認
し
て
お
く
。

一

ま
ず
、
法
務
省
見
解
か
ら
確
認
す
る
。

法
務
省
見
解
を
代
表
す
る
も
の
は
、
同
省
民
事
局
の
担
当
参
事
官
で
あ
っ
た
小
出
邦
夫
判
事
の
編
著
に
よ
る
『
一
問
一
答
新
し
い

国
際
私
法
』
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
改
正
法
第
一
七
条
本
文
の
『
加
害
行
為
の
結
果
が
発
生
し
た
地
』
と
は
、
加
害
行
為
に
よ
る
直
接
の
法
益
侵
害
の
結
果
が
現
実

に
発
生
し
た
地
の
こ
と
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
、
加
害
行
為
に
よ
っ
て
直
接
に
侵
害
さ
れ
た
権
利
が
侵
害
発
生
時
に
所
在
し
た
地
を

意
味
し
ま
す
。

《論 説》
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例
え
ば
、
人
身
に
対
す
る
傷
害
ま
た
は
そ
れ
に
基
づ
く
人
の
死
亡
の
場
合
に
は
、
人
身
が
傷
害
さ
れ
た
時
点
に
お
け
る
当
該
人
身

の
所
在
地
を
指
し
、
有
体
物
に
対
す
る
権
利
の
侵
害
の
場
合
に
は
、
権
利
の
侵
害
が
発
生
し
た
時
点
に
お
け
る
当
該
有
体
物
の
所
在

地
を
指
す
こ
と
と
な
り
ま
す
（
注
）。

（
中
略
）

（
注
）
『
加
害
行
為
の
結
果
が
発
生
し
た
地
』
の
概
念
は
、『
損
害
が
発
生
し
た
地
』
と
は
異
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
Ａ
国
で
人
身
傷
害
の
結
果
が
発
生

し
て
、
Ｂ
国
で
入
院
し
た
場
合
、
入
院
費
用
等
の
損
害
は
Ｂ
国
で
発
生
し
て
い
ま
す
が
、
第
一
七
条
本
文
の
結
果
発
生
地
は
Ａ
国
と
な
り

（
３７
）

ま
す
。」

こ
の
部
分
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
結
果
」
が
「（
直
接
の
）
法
益
侵
害
の
結
果
」
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
に
解
釈
す
る
た
め
の
根
拠
は
、
全
く
示
さ
れ
て
い
な

（
３８
）

い
。

二

次
に
、
こ
の
法
務
省
見
解
に
積
極
的
に
追
随
す
る
学
説
を
確
認
し
て
お

（
３９
）

く
。

�

ま
ず
、「
法
制
審
議
会
国
際
私
法
（
現
代
化
関
係
）
部
会
」
の
委
員
等
か
ら
確
認
す
る
。

神
前
禎
教
授
（
部
会
幹
事
）
は
、「
結
果
」
と
は
「
被
害
者
が
被
っ
た
被
害
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
」
と
し
、「
し
た

が
っ
て
、
被
害
者
が
加
害
行
為
に
よ
っ
て
い
か
な
る
金
銭
的
損
失
を
被
っ
た
か
と
い
う
点
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、

人
身
に
傷
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
傷
害
を
受
け
た
地
が
結
果
発
生
地
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
発
生
す
る
逸
失
利
益
や
治
療
費

等
の
具
体
的
な
損
害
に
着
目
し
て
結
果
発
生
地
が
定
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
解
説
し
た
う
え
で
、

前
掲


千
葉
地
判
平
成
九
年
七
月
二
四
日
を
例
示
し
、「
適
用
通
則
法
に
お
い
て
は
、
準
拠
法
選
択
の
妥
当
性
を
確
保
す
る
手
段
と

し
て
は
例
外
条
項
（
二
〇
条
）
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
適
用
通
則
法
一
七
条
で
い
う
『
結
果
』
を
こ
の
千
葉
地
裁
判
決
の
よ

う
に
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
必
要
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。」
と
さ
れ

（
４０
）

る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
根
拠
は
全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
確
か
に
、


判
決
に
つ
い
て
は
二
〇
条
か
ら
日
本
法
を
導
く
こ

法適用通則法１７条（不法行為の一般則）における「結果」の解釈
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と
も
で
き
る
。
し
か
し
、「
逸
失
利
益
」
が
日
本
で
生
じ
る
こ
と
か
ら
日
本
法
を
導
い
た
前
掲
�
判
決
、
�
判
決
（
大
韓
航
空
機
撃
墜

事
件
）、
�
判
決
（
タ
イ
航
空
機
墜
落
事
件
）、
�
岡
山
地
判
平
成
一
二
年
一
月
二
五
日
、
不
正
競
争
事
件
で
あ
る
�
�
判
決
の
そ
れ
ぞ

れ
に
お
い
て
二
〇
条
か
ら
日
本
法
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
全
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
通
則
法
を
適
用
し
た
帰

結
は
何
ら
「
明
ら
か
」
で
は
な
く
、
こ
れ
で
予
測
可
能
性
・
法
的
安
定
性
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

道
垣
内
正
人
教
授
（
部
会
委
員
）
は
、「『
加
害
行
為
の
結
果
〔
が
〕
発
生
し
た
地
』
と
は
、
物
理
的
な
損
害
の
発
生
す
る
タ
イ
プ

の
不
法
行
為
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
損
害
が
発
生
し
た
地
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
物
損
事
故
の
場
合
、
そ
の
経
済
的
な
損
害
は
被

害
者
の
常
居
所
や
本
店
所
在
地
で
生
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
派
生
的
・
二
次
的
損
害
の
発
生
地
は
、
こ
こ
で
い
う
結
果

発
生
地
で
は
な
い
。
法
秩
序
が
乱
さ
れ
た
と
い
え
る
の
は
物
理
的
な
破
壊
が
生
じ
た
地
で
あ
り
、
不
法
行
為
と
い
う
法
律
問
題
と
密

接
に
関
係
し
て
い
る
の
は
物
理
的
な
結
果
発
生
地
だ
か
ら
で
あ
る
。」
と
説
明
さ
れ

（
４１
）

る
。

刑
事
法
的
な
観
点
か
ら
で
あ
れ
ば
、
こ
の
説
明
に
は
説
得
力
を
感
じ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
道
垣
内
教
授
自
身
が
説
明
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、「
不
法
行
為
法
の
目
的
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
な
さ
れ
た
地
の
秩
序
維
持
に
あ
る
と
と
も
に
、
加
害
者
と
被
害
者

と
の
利
害
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
」
こ
と
に
も
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
一
般
に
、
不
法
行
為
地
法
が
最
密
接
関
係
地
法
で
も
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い

（
４２
）

る
。」
だ
と
す
る
と
、
結
果
的
に
「
派
生
的
・
二
次
的
損
害
の
発
生
地
」
が
「
加
害
者
と
被
害
者
と
の
利
害
の
バ
ラ
ン

ス
を
図
る
」
た
め
の
「
最
密
接
関
係
地
」
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
前
掲
�


判
決
や
、
通
則
法
の
下
で
の
処
理
を
検
討
す
る
必

要
の
あ
る
�
�
�
�
�
判
決
に
触
れ
ず
に
上
記
の
よ
う
な
解
釈
論
を
提
示
さ
れ
る
の
は
、
慎
重
さ
を
欠
く
一
面
的
な
議
論
と
評
価
せ

ざ
る
を
得
な

（
４３
）

い
。

そ
れ
な
り
に
根
拠
を
示
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
中
西
康
教
授
（
部
会
幹
事
）
で
あ
る
。
中
西
教
授
は
、「
一
七
条
の
『
加
害
行
為

の
結
果
が
発
生
し
た
地
』
と
は
、
被
害
者
の
権
利
・
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
へ
の
侵
害
が
現
実
に
発
生
し
た
地
で
あ
り
、
後
続
損

《論 説》
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害
（
間
接
的
・
第
二
次
的
損
害
）
が
発
生
し
た
地
は
含
ま
れ
な
い
と
の
、
一
般
的
な
理
解
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
た
う
え
で
、

そ
の
理
由
を
列
挙
さ
れ
る
。
第
一
に
、「
比
較
法
的
に
見
て
も
こ
の
よ
う
な
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
。」
第
二
に
、「
こ
の
理
解
は
、

不
法
行
為
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
、
不
法
行
為
地
の
一
般
的
な
理
解
と
も
一
致
す
る
。」
第
三
に
、「
民
法
に
お
け
る
不
法

行
為
制
度
の
機
能
に
関
す
る
議
論
を
見
る
と
、
…
…
当
事
者
間
の
正
義
の
実
現
、
個
人
の
権
利
の
保
障
の
面
を
重
視
す
る
傾
向
が
強

ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
す
る
と
、
上
記
の
意
味
に
結
果
発
生
地
を
理
解
す
れ
ば
、
そ
こ
へ
の
連

結
は
、
被
害
者
の
権
利
・
法
益
が
侵
害
さ
れ
た
地
を
中
心
に
し
て
、
被
害
者
の
権
利
・
法
益
と
、
加
害
者
の
表
現
や
営
業
の
自
由
な

ど
の
権
利
と
の
衡
量
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

（
４４
）

る
。」

し
か
し
、
い
ず
れ
の
理
由
づ
け
に
も
疑
問
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
点
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
の
準
拠
法
の
決
め
方
に
つ
い

て
、
各
国
の
法
体
系
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
（
ス
イ
ス
と
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
見
る
）、
我
が
国
に
は
実
務
に
お
け

る
独
自
の
蓄
積
が
あ
る
（
第
一
節
三
参
照
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
触
れ
な
い
の
は
、
議
論
が
表
面
的
に
過
ぎ
る
の
で
は
な

い
か
。
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
に
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
た
め
の
管
轄
原
因
で
あ
る
「
不
法
行
為
が
あ
っ
た
地
」（
民
訴

法
五
条
九
号
）
に
お
け
る
「
結
果
」
の
意
義
と
、
実
体
面
を
規
律
す
る
不
法
行
為
の
時
点
の
最
密
接
関
係
地
法
を
導
く
た
め
の
不
法

行
為
地
（
通
則
法
一
七
条
本
文
で
は
、「
結
果
発
生
地
」）
に
お
け
る
「
結
果
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
何
故
に
解
釈
を
一
致
さ
せ
る
必
要

が
あ
る
の
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
国
際
裁
判
管
轄
の
議
論
に
お
い
て
も
、
裁
判
例
は
、「
後
続
損
害
（
間
接
的
・
第
二
次
的

損
害
）
が
発
生
し
た
地
は
含
ま
れ
な
い
」
な
ど
と
い
う
「
硬
直
的
か
つ
機
械
的
」
な
立
場
に
は
必
ず
し
も
立
っ
て
い
な

（
４５
）

い
。
第
三
点

に
つ
い
て
は
、「
被
害
者
の
権
利
・
法
益
」
の
観
点
か
ら
は
、「
結
果
」
に
「
後
続
損
害
（
間
接
的
・
第
二
次
的
損
害
）」
を
含
め
る
方

が
そ
の
保
護
に
資
す
る
の
で
は
な
い
か
。
他
方
、「
加
害
者
の
表
現
や
営
業
の
自
由
な
ど
の
権
利
」
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
通
則
法

一
七
条
但
書
の
「
通
常
予
見
可
能
性
」
や
二
二

（
４６
）

条
が
そ
の
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
通
則
法
の
下
で
の
「
結
果
」
の
範
囲
の
議
論
と
は
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直
結
し
な
い
の
で
は
な
い

（
４７
）

か
。

�

次
に
、
通
則
法
の
制
定
に
関
わ
っ
て
い
な
い
学
説
を
確
認
す
る
。

奥
田
安
弘
教
授
は
、「
結
果
発
生
地
と
は
、
直
接
的
な
損
害
の
発
生
地
で
あ
り
、
二
次
的
な
損
害
の
発
生
地
を
含
ま
な
い
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な

（
４８
）

い
。」
と
さ
れ
、
そ
の
根
拠
と
し
て
「
ロ
ー
マ
�
提
案
の
解
釈
」
の
み
を
示
さ
れ

（
４９
）

る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
論
拠
不
十

分
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

植
松
真
生
准
教
授
は
、
法
務
省
見
解
に
追
随
す
る
理
由
と
し
て
、「
損
害
が
複
数
の
地
で
生
じ
た
場
合
に
は
請
求
権
が
準
拠
法
ご

と
に
併
存
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
加
害
者
に
と
っ
て
は
予
見
で
き
な
い
結
果
を
導
く
可
能
性
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
地
〔
こ
こ
で

は
「
法
益
侵
害
に
起
因
す
る
損
害
が
発
生
し
た
地
」
と
し
て
の
「
損
害
発
生
地
」
を
指
し
て
い
る
―
引
用
者
注
〕
へ
の
連
結
は
、
現
実
に
は

未
だ
発
生
し
て
い
な
い
損
害
を
予
防
す
る
不
作
為
請
求
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い
で
あ
ろ
う
。」
と
さ
れ

（
５０
）

る
。
し
か
し
、「
損
害
が
複

数
の
地
で
生
じ
た
場
合
」
で
あ
っ
て
も
、
最
密
接
関
係
地
法
を
導
く
の
が
基
本
中
の
基
本
で
あ
り
、
従
来
の
裁
判
例
も
そ
の
よ
う
な

処
理
を
し
て
き
て
い
る
。
加
害
者
の
予
見
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
通
則
法
一
七
条
但
書
で
担
保
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
点
も
、
基
本

中
の
基
本
を
弁
え
な
い
場
合
に
問
題
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
っ
た
い
、「
結
果
発
生
地
」
の
場
合
と
ど
こ
が
違
う
と
言
わ
れ
る
の
か
。

�
杉
直
教
授
は
、
法
務
省
見
解
に
追
随
す
る
理
由
と
し
て
、「
派
生
的
・
二
次
的
な
損
害
の
発
生
地
」
は
「
不
法
行
為
と
の
関
連

が
乏
し
く
、
被
害
者
の
恣
意
的
操
作
が
可
能
で
あ
っ
て
加
害
者
の
予
測
を
超
え
る
」
こ
と
を
挙
げ
ら
れ

（
５１
）

る
。
し
か
し
、
前
掲
�


判

決
に
つ
い
て
ま
で
、
我
が
国
と
「
不
法
行
為
と
の
関
連
が
乏
し
」
い
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
加
害
者
の
予
見
可
能
性

に
つ
い
て
は
、
通
則
法
一
七
条
但
書
で
担
保
さ
れ
て
い
る
。
�
杉
教
授
は
、「
例
外
条
項
に
よ
っ
て
最
密
接
関
係
地
へ
の
連
結
が
明

文
で
認
め
ら
れ
て
お
り
、
法
的
確
実
性
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
、
あ
え
て
『
加
害
行
為
の
結
果
』
を
柔
軟
に
解
釈
す
る
必
要
は
な
い
で

あ
ろ
う
。」
と
も
さ
れ

（
５２
）

る
。
し
か
し
、
柔
軟
に
解
釈
し
な
い
場
合
に
は
、
従
来
の
裁
判
例
に
照
ら
す
と
、
例
外
条
項
に
過
度
の
負
担

《論 説》
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が
か
か
り
、
か
つ
、
例
外
条
項
が
働
く
場
合
に
は
、（
二
〇
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
へ
の
「
法
的
確
実
性
」
は
保
障
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な

い
が
）
準
拠
法
が
何
法
に
な
る
の
か
と
い
う
通
常
人
の
関
心
事
に
つ
い
て
は
、「
法
的
確
実
性
」
は
何
ら
保
障
さ
れ
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
次
章
第
三
節
で
確
認
す
る
。

以
上
、
法
務
省
見
解
お
よ
び
そ
れ
に
追
随
す
る
学
説
は
、（
数
と
し
て
は
多
数
を
占
め
て
は
い
る
が
）
説
得
力
の
あ
る
根
拠
を
提
示

し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

三

こ
れ
に
対
し
て
、
法
務
省
見
解
に
批
判
的
な
学
説
も
、
少
数
な
が
ら
存
在
す
る
。

私
は
、
神
前
説
を
批
判
す
る
形
で
、
通
則
法
を
従
来
の
裁
判
例
に
簡
単
に
当
て
は
め
て
検
討
し
、
例
外
条
項
で
あ
る
二
〇
条
で
は

な
く
、
可
能
な
限
り
あ
く
ま
で
不
法
行
為
の
一
般
則
で
あ
る
一
七
条
に
よ
っ
て
最
密
接
関
係
地
法
を
導
く
べ
く
、
同
条
の
「
結
果
」

に
は
第
二
次
的
（
派
生
的
）
な
も
の
も
含
ま
れ
る
と
い
う
立
場
を
既
に
公
に
し
て
い

（
５３
）

る
。
こ
れ
を
敷
衍
す
る
具
体
的
な
検
討
は
、
次

章
第
三
節
で
行
う
。

石
黒
一
憲
教
授
も
、
前
掲


判
決
と
類
似
の
設
例
を
念
頭
に
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
二
〇
条
の
例
外
規

定
が
あ
る
か
ら
、
よ
い
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
そ
う
だ
が
、『
準
拠
法
選
択
上
の
一
般
条
項
』（
あ
る
い
は
、
そ
の
縮
減
形
態
た
る
二
〇

条
）
に
何
で
も
放
り
込
む
の
は
、
決
し
て
賢
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
原
則
規
定
の
中
で
、
そ
れ
な
り
の
処
理
が
、
ま
ず
も
っ
て
な
さ

れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
、
通
則
法
一
七
条
が
、
法
例
一
一
条
一
項
と
同
様
、
不
法
行
為
『
に
よ
っ
て
生
ず
る
債

権
の
…
…
』
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
日
本
に
戻
っ
て
か
ら
の
治
療
費
等
が
、
Ｘ
の
『
債
権
』
で
あ
る
し
、
カ
ナ

ダ
で
の
『
加
害
行
為
』
の
『
結
果
が
発
生
し
た
地
』
は
、
む
し
ろ
日
本
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。（
中
略
）
判
旨
〔


判

決
―
引
用
者
注
〕
は
、
法
例
一
一
条
一
項
に
基
づ
き
、『
本
件
に
お
い
て
Ｘ
の
主
張
す
る
損
害
は
、
い
ず
れ
も
我
が
国
に
お
い
て
現
実

か
つ
具
体
的
に
生
じ
た
損
害
で
あ
る
。
そ
し
て
、
…
…
法
例
一
一
条
一
項
の
『
そ
の
原
因
た
る
事
実
の
発
生
し
た
る
地
』
に
は
、
当
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該
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
の
発
生
地
も
含
ま
れ
る
』
と
し
た
。
通
則
法
一
七
条
本
文
の
結
果
発
生
地
も
、
こ
れ
と
同
様
に
、
柔
軟
に

決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ

（
５４
）

る
。」

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
従
来
の
裁
判
例
の
流
れ
を
断
ち
切
る
た
め
の
十
分
な
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
法
務
省
見
解
お
よ
び
多
数

説
と
、
従
来
の
裁
判
例
の
流
れ
を
尊
重
し
柔
軟
な
解
釈
を
志
向
す
る
少
数
説
と
が
対
立
し
て
い
る
の
が
、
現
在
の
構
図
で
あ
る
。

次
章
で
は
、
法
務
省
見
解
が
影
響
を
受
け
て
い
る
ス
イ
ス
や
、「
結
果
」
概
念
に
つ
き
ス
イ
ス
が
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ

る
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
、
不
法
行
為
の
準
拠
法
を
決
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
体
系
の
差
異
を
把
握
し
、
我
が
国
の
そ
れ
と
対
比
し
つ
つ
、

あ
る
べ
き
解
釈
論
を
提
示
す
る
。

第
三
章

「
結
果
」
の
範
囲
―
―
例
外
条
項
と
の
関
係
を
も
意
識
し
つ
つ
―
―

前
章
で
は
、
法
例
の
下
に
お
け
る
学
説
・
裁
判
例
を
整
理
し
た
う
え
で
、
通
則
法
一
七
条
の
「
結
果
」
に
つ
い
て
解
釈
が
分
か
れ

て
い
る
こ
と
を
示
し
、
従
来
の
裁
判
例
の
展
開
と
の
対
比
も
し
つ
つ
我
が
国
に
お
け
る
現
在
の
状
況
を
確
認
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、

本
章
で
は
、「
結
果
」
の
解
釈
に
つ
い
て
法
務
省
見
解
が
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
ス
イ
ス
や
ド
イ
ツ
を
採
り
上
げ
、
不
法

行
為
の
準
拠
法
を
決
定
す
る
制
度
全
体
を
体
系
的
に
比
較
し
た
と
き
に
我
が
国
も
両
国
と
一
致
す
る
解
釈
を
採
る
べ
き
な
の
か
に
つ

い
て
批
判
的
に
検
討
し
た
う
え
で
、
我
が
国
の
従
来
の
裁
判
例
を
十
分
に
踏
ま
え
た
解
釈
論
を
提
示
す
る
。

第
一
節

ス
イ
ス

通
則
法
一
七
条
の
規
定
ぶ
り
に
最
も
近
い
外
国
法
上
の
規
定
は
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
三
三
条
二
項
で
あ
る
。
前
者
の
解
釈
に
つ
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い
て
も
、
後
者
の
そ
れ
が
意
識
さ
れ
て
い

（
５５
）

る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
後
者
に
お
け
る
「
結
果
」
の
解
釈
と
そ
の
根
拠
を
探
る
と
と

も
に
、
不
法
行
為
の
準
拠
法
を
決
定
す
る
た
め
の
諸
規
定
に
関
す
る
通
則
法
と
ス
イ
ス
国
際
私
法
の
体
系
構
造
の
差
異
を
も
し
っ
か

り
踏
ま
え
た
場
合
に
両
条
に
お
け
る
「
結
果
」
の
解
釈
が
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
点
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
。

一

�

一
九
八
七
年
一
二
月
一
八
日
に
成
立
し
八
九
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
「
国
際
私
法
に
関
す
る
連
邦
法
」
は
、
不
法

行
為
の
準
拠
法
を
決
定
す
る
た
め
に
、
一
般
規
定
で
あ
る
一
三
二
条
・
一
三
三
条
の
他
に
、
詳
細
な
個
別
規
定
、
す
な
わ
ち
、
道
路

交
通
事
故
に
関
す
る
一
三
四
条
、
製
造
物
責
任
に
関
す
る
一
三
五
条
、
不
正
競
争
に
関
す
る
一
三
六
条
、
競
争
妨
害
に
関
す
る
一
三

七
条
、
イ
ン
ミ
シ
オ
ン
に
関
す
る
一
三
八
条
、
人
格
侵
害
に
関
す
る
一
三
九
条
を
置
い
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
通
則
法
に
お
け
る
個
別
規
定
は
、
生
産
物
責
任
に
関
す
る
一
八
条
と
、
名
誉
・
信
用
毀
損
に
関
す
る
一
九
条
の

み
で
あ
る
。
紀
律
対
象
の
観
点
か
ら
は
、
前
者
は
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
三
五
条
に
、
後
者
の
一
部
は
同
法
一
三
九
条
に
、
そ
れ
ぞ
れ

対
応
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
両
法
を
比
較
し
た
場
合
、
通
則
法
一
七
条
の
単
位
法
律
関
係
の
方
が
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
三
三
条
の
そ
れ
よ
り
も
、
相
当

に
広
い
。

�

法
選
択
の
な
い
場
合
の
一
般
規
定
で
あ
る
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
三
三
条
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

「
一

加
害
者
お
よ
び
被
害
者
が
同
一
の
国
に
常
居
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
不
法
行
為
か
ら
生
じ
る
請
求
は
、
そ
の
国
の
法
に

よ
る
。

二

加
害
者
お
よ
び
被
害
者
が
同
一
の
国
に
常
居
所
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。

不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
国
に
お
い
て
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
結
果
が
発
生
し
た
国
に
お
け
る
結
果

の
発
生
を
加
害
者
が
予
見
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。
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三

第
一
項
お
よ
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
加
害
者
と
被
害
者
と
の
間
に
存
在
す
る
法
律
関
係
が
不
法
行
為
に
よ
っ

て
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
不
法
行
為
か
ら
生
じ
る
請
求
は
、
そ
の
す
で
に
存
在
す
る
法
律
関
係
が
服
す
る
法
に
よ

（
５６
）

る
。」

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
三
四
条
以
下
の
六
カ
条
の
個
別
規
定
の
対
象
と
な
ら
な
い
一
般
不
法
行
為
に
関
す
る
一
三
三
条
に
つ
い
て
、

そ
の
二
項
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
附
従
的
連
結
に
関
す
る
同
条
三
項
お
よ
び
同
一
常
居
所
地
法
の
適
用
に
関
す
る
同
条
一
項
に
該
当

し
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な

（
５７
）

る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
通
則
法
で
は
、
附
従
的
連
結
お
よ
び
同
一
常
居
所
地
法
の
適
用
は
、
い
ず
れ
も
二
〇
条
の
例
外
条
項
に
お
い
て

最
密
接
関
係
地
法
を
導
き
出
す
た
め
の
要
素
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
文
理
か
ら
は
、
一
般
不
法
行
為
に
つ
い

て
は
、
最
初
に
原
則
規
定
で
あ
る
一
七
条
の
適
用
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

体
系
構
造
上
の
位
置
づ
け
と
い
う
点
で
、
通
則
法
一
七
条
は
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
三
三
条
二
項
と
異
な
り
、
極
め
て
重
要
性
が

高
い
。

�

以
上
の
点
を
我
が
国
の
従
来
の
裁
判
例
に
照
ら
す
と
、
以
下
の
こ
と
が
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
通
則
法
一
七
条
の
下
で
の
検

討
が
特
に
必
要
な
、
前
章
第
一
節
三
・
四
で
前
掲
し
た
�
�
�


�
�
�
判
決
の
七
件
の
事
案
の
う
ち
、


千
葉
地
判
平
成
九
年
七

月
二
四
日
は
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
三
三
条
一
項
の
、
�
岡
山
地
判
平
成
一
二
年
一
月
二
五
日
は
同
法
一
三
四
条
の
、
不
正
競
争
事
件

で
あ
る
�
�
判
決
は
お
そ
ら
く
同
法
一
三
六
条
の
、
そ
れ
ぞ
れ
対
象
と
な
り
、
同
法
一
三
三
条
二
項
の
対
象
か
ら
は
外
れ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

こ
の
具
体
例
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
�
の
単
位
法
律
関
係
、
�
の
体
系
構
造
上
の
位
置
づ
け
を
再
確
認
す
る
と
、
通
則
法
一
七
条

に
お
け
る
「
結
果
」
の
解
釈
の
重
要
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
解
釈
に
つ
き
射
程
の
か
な
り
狭

い
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
三
三
条
二
項
の
「
結
果
」
の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
援
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
慎
重
さ
を
著
し
く
欠
い
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た
極
め
て
表
面
的
な
議
論
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

二

ス
イ
ス
国
際
私
法
一
三
三
条
二
項
の
「
結
果
」
の
解
釈
の
根
拠
に
も
検
討
を
加
え
て
い
く
。

�

同
条
の
「
結
果
発
生
地
（E

rfolgsort

）」
と
は
、「
保
護
さ
れ
た
法
益
が
侵
害
さ
れ
た
地
（der

O
rt,w

o
das

geshützte

R
echtsgut

verletzt
w
urde

）」
と
解
さ
れ
て
い

（
５８
）

る
。
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
七
年
一
二
月
一
七
日
の
連
邦
最
高
裁
判

（
５９
）

決

が
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
判
決
（
に
お
け
る
解
釈
）
は
、
同
法
施
行
後
の
一
九
九
八
年
一
一
月
二
日
の
連
邦
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
引

用
さ
れ
て
も
い

（
６０
）

る
。

し
か
し
、
八
七
年
判
決
は
、
同
法
成
立
の
前
日
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
ス
イ
ス
に
は
不
法
行
為
の
準

拠
法
を
決
定
す
る
た
め
の
明
文
の
規
定
は
な
く
、
こ
の
判
決
は
、
判
例
法
と
し
て
確
立
し
て
い
た
「
い
わ
ゆ
る
被
害
者
の
選
択
権
を

伴
う
遍
在
理

（
６１
）

論
」
に
従
っ
て
い

（
６２
）

た
。
こ
の
理
論
は
、
不
法
行
為
の
要
件
・
効
果
は
行
動
地
法
に
も
結
果
発
生
地
法
に
も
服

（
６３
）

し
、
被
害

者
は
い
ず
れ
の
法
に
基
づ
い
て
加
害
者
の
責
任
を
追
及
す
る
か
に
つ
い
て
選
択
権
を
有
す
る
と
す
る
も
の
で
あ

（
６４
）

る
。

�

遍
在
理
論
を
初
め
て
採
用
し
た
一
九
五
〇
年
五
月
一
一
日
の
連
邦
最
高
裁
判
決
は
、
例
外
的
に
そ
の
根
拠
を
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ス
イ
ス
刑
法
七
条
一
項
が
行
動
地
と
結
果
発
生
地
の
い
ず
れ
を
も
犯
罪
地
と
定
め
て
い
る
こ
と
、（
民
事
法
上
の
）
不
法

行
為
は
し
ば
し
ば
同
時
に
（
刑
事
法
上
の
）
可
罰
的
行
為
で
あ
り
同
一
の
行
為
を
同
一
の
法
に
服
さ
せ
な
い
の
は
耐
え
が
た
い
矛
盾

で
あ
る
こ
と
、
以
上
の
二
点
で
あ

（
６５
）

る
。

し
か
し
、
こ
の
遍
在
理
論
は
、
刑
法
の
間
違
っ
た
類
推
と
被
害
者
の
利
益
は
常
に
（
加
害
者
の
そ
れ
）
よ
り
保
護
に
値
す
る
と
い

う
正
し
く
な
い
見
解
に
基
づ
い
て
い

（
６６
）

る
と
か
、
五
〇
年
判
決
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
前
記
の
根
拠
は
被
害
者
に
付
与
さ
れ
た
選
択
権
に

よ
っ
て
既
に
覆
さ
れ
て
い

（
６７
）

る
と
い
っ
た
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、
立
法
の
際
に
採
用
さ
れ
な
か
っ

（
６８
）

た
。

�

こ
の
遍
在
理
論
が
ま
だ
妥
当
し
て
い
た
時
期
に
前
記
の
八
七
年
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
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る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
遍
在
理
論
に
お
い
て
は
、
被
害
者
の
保
護
が
優
先
さ
れ
て
被
害
者
に
準
拠
法
の
選
択
権
が
付
与
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
加
害
者
の
利
益
が
過
度
に
損
な
わ
れ
な
い
こ
と
も
、
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
加

害
者
の
利
益
が
過
度
に
損
な
わ
れ
な
い
た
め
に
は
、
選
択
肢
を
一
定
の
範
囲
に
絞
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。「
結
果
発
生
地
」
に
つ

い
て
八
七
年
判
決
が
「
保
護
さ
れ
た
法
益
が
侵
害
さ
れ
た
地
」
と
（
狭
く
）
解
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
実
質
的
な
考
慮
が

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

前
出
の
九
八
年
判
決
が
「
結
果
発
生
地
の
決
定
に
つ
い
て
決
め
手
に
な
る
の
は
、
…
…
保
護
さ
れ
た
法
益
へ
の
最
初
の
直
接
的
な

作
用
が
ど
こ
で
生
じ
た
か
で
あ
る
。」
と
す
る
点
を
含
め
、
ス
イ
ス
で
は
ド
イ
ツ
の
議
論
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い

（
６９
）

る
。
そ
こ
で
、
節

を
改
め
て
、
ド
イ
ツ
に
目
を
転
じ
る
。

第
二
節

ド
イ
ツ

前
節
の
検
討
か
ら
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
三
三
条
二
項
は
、
通
則
法
一
七
条
と
比
較
す
る
と
、
適
用
範
囲
が
相
当
に
狭
く
、
一
三

四
条
以
下
の
六
カ
条
の
個
別
規
定
や
一
三
三
条
一
・
三
項
の
存
在
か
ら
体
系
構
造
上
の
位
置
づ
け
が
極
め
て
低
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

ま
た
、「
結
果
」
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
典
が
成
立
す
る
前
日
の
、
遍
在
理
論
が
ま
だ
妥
当
し
て
い
た
時
期
に
出

さ
れ
た
一
九
八
七
年
一
二
月
一
七
日
の
連
邦
最
高
裁
判
決
が
そ
の
出
発
点
に
な
っ
て
お
り
、
ス
イ
ス
法
は
ド
イ
ツ
の
影
響
を
強
く
受

け
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
結
果
」
の
解
釈
と
、
そ
の
解
釈
が
形
成
さ
れ
た
背
景
を
探
っ
て
い
く
。

一

�

ス
イ
ス
側
か
ら
「�
古
い
�
遍
在
規
則
に
あ
く
ま
で
も
忠

（
７０
）

実
」
と
評
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
一
九
九
九
年
五

月
二
一
日
改
正
法
は
、
不
法
行
為
の
準
拠
法
を
決
定
す
る
た
め
に
、
一
般
規
定
で
あ
る
四
〇
条
、
回
避
条
項
で
あ
る
四
一
条
、
事
後

的
法
選
択
に
関
す
る
四
二
条
を
置
い
た
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
通
則
法
は
、
一
般
規
定
で
あ
る
一
七
条
、
生
産
物
責
任
に
関
す
る
一
八
条
、
名
誉
・
信
用
毀
損
に
関
す
る
一
九

条
、
例
外
条
項
（
回
避
条
項
）
で
あ
る
二
〇
条
、
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
の
変
更
に
関
す
る
二
一
条
、
特
別
留
保
条
項
で
あ
る
二
二

条
を
置
い
た
。

両
者
を
比
較
す
る
と
、
通
則
法
一
七
条
の
単
位
法
律
関
係
は
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
四
〇
条
の
そ
れ
よ
り
も
、（
ス
イ
ス
に
対
す
る

場
合
と
は
逆
で
）
や
や
狭
い
。

�

一
般
規
定
で
あ
る
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
四
〇
条
の
中
で
本
稿
に
関
係
す
る
部
分
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

「
一

不
法
行
為
に
よ
る
請
求
権
は
、
賠
償
義
務
者
が
行
動
し
た
国
の
法
に
よ
る
。
こ
の
法
に
代
え
て
、
被
害
者
は
、
結
果
が
発

生
し
た
国
の
法
の
適
用
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
決
定
権
は
、
第
一
審
に
限
り
、
早
期
第
一
回
期
日
の
終
了
も
し
く

は
書
面
に
よ
る
事
前
手
続
の
終
了
ま
で
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

賠
償
義
務
者
お
よ
び
被
害
者
が
、
原
因
た
る
事
実
の
発
生
時
に
同
一
国
に
常
居
所
を
有
し
た
と
き
に
は
、
こ
の
国
の
法
が

適
用
さ
れ

（
７１
）

る
。」（
以
下
、
第
二
文
お
よ
び
三
・
四
項
に
つ
き
、
省
略
）

文
理
か
ら
は
一
項
と
二
項
の
関
係
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
二
項
第
一
文
は
、
同
一
常
居
所
地
法
に
よ
っ
て
不
法
行
為

地
法
を
排
除
す
る
趣
旨
の
規
定
と
解
さ
れ
て
い

（
７２
）

る
。
言
い
換
え
る
と
、（
体
系
構
造
の
観
点
か
ら
通
則
法
一
七
条
に
対
応
す
る
）
ド
イ
ツ

民
法
施
行
法
四
〇
条
一
項
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
同
一
常
居
所
地
法
の
適
用
に
関
す
る
同
条
二
項
に
該
当
し
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
通
則
法
で
は
、
同
一
常
居
所
地
法
の
適
用
は
二
〇
条
の
例
外
条
項
に
お
い
て
最
密
接
関
係
地
法
を
導
き
出
す
た

め
の
一
要
素
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
文
理
か
ら
は
、
一
般
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
最
初
に
原
則
規
定
で
あ
る
一
七
条
の
適
用
を

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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以
上
、
体
系
構
造
上
の
位
置
づ
け
と
い
う
点
で
、
通
則
法
一
七
条
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
四
〇
条
一
項
よ
り
（
ス
イ
ス
に
対

す
る
場
合
ほ
ど
で
は
な
い
が
）
重
要
性
が
高
い
と
評
す
べ
き
部
分
も
あ
る
。

�

我
が
国
の
検
討
を
要
す
る
従
来
の
裁
判
例
の
事
案
に
関
し
て
見
る
と
、


千
葉
地
判
平
成
九
年
七
月
二
四
日
や
、
立
場
に

よ
っ
て
は
�
岡
山
地
判
平
成
一
二
年
一
月
二
五
日
や
不
正
競
争
事
件
で
あ
る
�
�
判
決
も
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
四
〇
条
二
項
の
対

象
と
な
る
と
解
さ
れ
る
。

以
上
、
単
位
法
律
関
係
や
体
系
構
造
上
の
位
置
づ
け
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
通
則
法
一
七
条
の
「
結
果
」
の
解
釈
の
重
要
性
は
、

ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
四
〇
条
一
項
の
そ
れ
よ
り
も
（
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
三
三
条
二
項
と
の
間
に
お
け
る
ほ
ど
で
は
な
い
が
）
や
や
高
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
両
者
の
間
に
は
、
規
律
内
容
の
点
で
極
め
て
大
き
な
格
差
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
則
法
一
七
条
が
（
ス
イ
ス
国
際
私

法
一
三
三
条
二
項
と
同
様
）
客
観
連
結
に
よ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
四
〇
条
一
項
は
被
害
者
に
「
決
定
権
」

（
準
拠
法
の
選
択
権
）
を
付
与
し
て
お
り
、
両
者
の
規
律
の
差
は
決
定
的
で
あ
る
。

二

右
の
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
四
〇
条
一
項
の
「
結
果
」
の
解
釈
と
、
そ
の
根
拠
や
背
景
に
つ
い
て
、
検
討

を
加
え
て
い
く
。

�

同
条
の
「
結
果
発
生
地
（E

rfolgsort

）」
と
は
、
ド
イ
ツ
の
通
説
・
判
例
に
よ
れ
ば
、（
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
三
三
条
二
項
と
同

様
に
）「
不
法
行
為
規
範
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
法
益
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
地
（der

O
rt,

an
dem

das
durch

die
D
eliktsnorm

geschützte
R
echtsgut

verletzt
w
orden

ist

）」
と
解
さ
れ
て
い

（
７３
）

る
。
こ
の
解
釈
を
明
確
に
採
っ
た
最
初
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判

決
は
、
一
九
七
七
年
一
一
月
一
〇
日
の
も

（
７４
）

の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
の
連
邦
通
常
裁
判
所
も
、
こ
の
解
釈
を
維
持
し
て
い

（
７５
）

る
。
ま

た
、
七
七
年
判
決
は
、
一
九
三
三
年
二
月
一
七
日
の
帝
国
裁
判
所
の
判

（
７６
）

決
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
全
て
の
判
決
が
、
一
八
八
八
年
判
決
以
来
の
判
例
で
あ
る
遍
在
原
則
お
よ
び
一
九
〇
三
年
判
決
以
来
の
判
例
で
あ
る
優
遇
の

原
（
７７
）

則
を
前
提
と
し
て
い
る
。
念
の
た
め
確
認
し
て
お
く
と
、
遍
在
原
則
に
よ
れ
ば
、
行
動
地
も
結
果
発
生
地
も
不
法
行
為
地
と
な

（
７８
）

る
。

ま
た
、
優
遇
の
原
則
と
は
、
被
害
者
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
行
動
地
法
と
結
果
発
生
地
法
と
が
選
択
的
に
適
用
さ
れ
る
と
す
る
も
の

で
あ

（
７９
）

る
。

�

一
八
八
八
年
一
一
月
二
〇
日
の
帝
国
裁
判
所
の
判
決
は
、
一
体
的
な
不
法
行
為
で
そ
の
構
成
要
件
が
二
つ
の
異
な
る
地
点
に

結
び
付
い
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
行
動
地
と
結
果
発
生
地
の
両
方
の
地
が
不
法
行
為
地
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し

て
い

（
８０
）

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、「
純
粋
に
概
念
法
学
的
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い

（
８１
）

る
。
ま
た
、
一
方
的
に
被
害
者
を
優
遇
す
る

（
一
体
と
し
て
の
）
両
原
則
に
つ
い
て
、
そ
の
根
拠
が
判
例
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
対
す
る
批
判
も
根
強

（
８２
）

い
。

学
説
に
は
、
か
ろ
う
じ
て
、
被
害
者
へ
の
共
感
は
加
害
者
へ
の
そ
れ
よ
り
も
一
般
に
大
き
い
と
の
理
由
づ
け
が
存
在
す

（
８３
）

る
。
確
か

に
、
被
害
者
に
対
す
る
同
情
を
禁
じ
得
な
い
事
案
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
国
際
不
法
行
為
に
お
い
て
（
準
拠

法
に
つ
き
被
害
者
に
複
数
の
選
択
肢
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
）
純
粋
国
内
事
件
に
お
け
る
よ
り
も
被
害
者
を
優
遇
す
る
理
由
は
、
存
在

し
な

（
８４
）

い
。

�

さ
し
た
る
根
拠
な
く
被
害
者
を
優
遇
す
る
判
例
の
下
で
「
結
果
発
生
地
」
に
つ
い
て
の
解
釈
を
示
し
た
前
記
の
七
七
年
判
決

に
は
、
そ
の
解
釈
部
分
に
引
用
文
献
が
挙
が
っ
て
い

（
８５
）

る
。
以
下
で
は
、
そ
の
部
分
で
引
用
さ
れ
て
い
るK

egel

やSchneew
eiss

（
お
よ
び
、
前
節
で
触
れ
た
ス
イ
ス
の
九
八
年
の
連
邦
最
高
裁
判
決
で
引
用
さ
れ
て
い
たK

ropholler

）
な
ど
の
若
干
の
学
説
が
提
示
す
る

根
拠
に
対
し
て
、
検
討
を
加
え
る
。

「
結
果
発
生
地
（E

rfolgsort

）」
と
い
う
概
念
が
、「
法
益
侵
害
地
（R

echtsgut

（s

）verletzungsort

）
な
い
し

侵
害
地
（V

er-

letzungsort

）」
を
意
味
し
、
二
次
的
・
派
生
的
な
損
害
の
発
生
地
と
い
う
意
味
で
の
「
損
害
発
生
地
（Schadensort

）」
を
含
ま
な
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い
と
解
す
る
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
損
害
は
、（
結
果
と
異
な
っ
て
）

構
成
要
件
の
標
識
で
は
な

（
８６
）

い
。
第
二
に
、
損
害
は
不
法
行
為
の
後
し
ば
ら
く
経
っ
て
初
め
て
全
く
別
の
地
で
発
生
す
る
こ
と
も
あ
り
、

損
害
が
偶
然
に
認
め
う
る
よ
う
に
な
っ
た
地
を
不
法
行
為
地
と
見
な
そ
う
と
す
る
と
恣
意
的
に
な
る
で
あ
ろ

（
８７
）

う
。
そ
の
よ
う
な
場
合

に
は
、
責
任
者
（
加
害
者
）
に
と
っ
て
全
く
予
見
不
可
能
な
結
果
を
も
た
ら
し
う

（
８８
）

る
。
第
三
に
、
逆
に
損
害
発
生
地
を
考
慮
し
な
い

と
き
、
結
果
発
生
地
、
す
な
わ
ち
（
最
初
の
）
法
益
侵
害
地
の
法
は
、
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な

（
８９
）

い
。

し
か
し
、
第
一
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
益
の
保
護
を
（
一
つ
の
）
任
務
と
す
る
刑
法
と

異
な
り
、
国
際
私
法
は
、
最
密
接
関
係
地
法
を
準
拠
法
と
し
て
導
き
出
す
こ
と
を
そ
の
任
務
と
し
て
い
る
。
論
者
の
言
う
「
損
害
発

生
地
」
が
最
密
接
関
係
地
と
考
え
ら
れ
る
事
案
も
実
際
に
あ
る
の
で
あ

（
９０
）

り
、
第
一
の
根
拠
は
、
国
際
私
法
の
議
論
と
し
て
は
、
形
式

的
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
他
方
、
第
二
点
・
第
三
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、（
一
方
的
に

被
害
者
を
優
遇
す
る
）
優
遇
の
原
則
な
い
し
民
法
施
行
法
四
〇
条
一
項
を
前
提
と
す
れ
ば
、「
結
果
発
生
地
」
に
「
損
害
発
生
地
」
を

含
め
る
と
、
被
害
者
の
た
め
の
選
択
肢
が
広
が
り
、
確
か
に
加
害
者
に
と
っ
て
酷
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
果
発
生
地
法
の
適
用
に
結

果
発
生
地
に
つ
い
て
の
通
常
予
見
可
能
性
の
存
在
を
要
件
と
し
加
害
者
の
利
益
に
も
一
定
の
配
慮
を
し
て
い
る
通
則
法
一
七
条
は
、

規
律
内
容
の
点
で
、
優
遇
の
原
則
な
い
し
民
法
施
行
法
四
〇
条
一
項
と
決
定
的
に
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
結
果
」
概
念
に
つ
い

て
の
我
が
国
の
解
釈
論
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
に
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
な
く
（
ス
イ
ス
等
と
は
一
線
を
画
し
て
）、
最
密
接
関
係
原
則
と

い
う
準
拠
法
選
択
の
基
本
中
の
基
本
を
確
実
に
修
得
し
た
者
が
主
体
的
に
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
９１
）

い
。

第
三
節

我
が
国
に
お
け
る
あ
る
べ
き
解
釈
論

前
節
ま
で
の
検
討
で
、
通
則
法
一
七
条
の
「
結
果
」
の
解
釈
は
、
我
が
国
が
主
体
的
に
行
う
べ
き
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
こ
で
、
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本
節
で
は
、
前
章
第
一
節
で
採
り
上
げ
た
我
が
国
の
従
来
の
裁
判
例
に
戻
っ
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
前
章
第
三
節
で
採
り
上
げ
た
法

務
省
見
解
お
よ
び
多
数
説
に
よ
っ
て
処
理
す
る
と
通
則
法
二
〇
条
に
過
度
の
負
担
が
か
か
る
こ
と
、
従
来
の
裁
判
例
の
流
れ
を
尊
重

し
柔
軟
な
解
釈
を
志
向
す
る
少
数
説
に
よ
れ
ば
二
〇
条
の
負
担
を
軽
減
で
き
る
こ
と
を
具
体
的
に
示

（
９２
）

す
。

一

改
め
て
、
従
来
の
裁
判
例
を
（
前
記
の
二
つ
の
説
の
間
で
、
導
か
れ
る
準
拠
法
が
異
な
る
か
、
あ
る
い
は
、
適
用
さ
れ
る
通
則
法
の

条
文
が
異
な
る
事
例
に
つ
い
て
は
特
に
詳
細
に
）
検
討
し
て
い
く
。

�
東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
五
月
二
七
日
下
民
集
一
六
巻
五
号
九
二
三
頁
は
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
滞
在
し
在
米
生
活
の
長
い
日
本
人

（
被
告
）
が
、
ア
メ
リ
カ
映
画
の
日
本
に
お
け
る
配
給
上
映
権
を
取
得
し
た
が
日
本
の
輸
入
免
許
が
得
ら
れ
ず
買
取
代
金
や
そ
の
映

画
を
日
本
で
上
映
で
き
た
ら
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
利
益
金
な
ど
の
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
、
日
本
の
映
画
会
社
と
そ
の
社
員
で
当
時

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
滞
在
し
事
務
所
を
開
設
し
て
映
画
の
輸
入
配
給
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
た
日
本
人
ら
（
原
告
ら
）
に
対
し
詐
欺
に

よ
る
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
訴
訟
を
ア
メ
リ
カ
で
提
起
し
た
の
に
対
し
て
、
原
告
ら
が
そ
の
債
務
の
不
存
在
の
確
認
を
請
求
し
た

事
案
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
法
例
第
一
一
条
第
一
項
に
い
わ
ゆ
る
『
そ
の
原
因
た
る
事
実
の
発
生
し
た
る
地
』
に
は
少
く
と
も
損
害
発
生
地
を
も
含
む
も
の

と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
、
…
…
被
告
の
主
張
す
る
本
件
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
発
生
地
の
一
部
は
日
本
で
あ
り
、
そ
の
余
は
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
カ
リ
フ
オ
ル
ニ
ア
州
で
あ
る
が
、
法
例
第
一
一
条
第
二
、
三
項
は
、
第
一
項
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
準
拠
法
が
外
国
法
で
あ
る

場
合
に
も
不
法
行
為
の
成
立
要
件
お
よ
び
効
果
の
両
面
か
ら
日
本
法
に
よ
る
制
限
を
認
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
趣

旨
に
も
と
づ
き
本
件
に
は
カ
リ
フ
オ
ル
ニ
ア
州
法
の
適
用
は
な
く
、
日
本
法
の
み
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。」法

務
省
見
解
お
よ
び
多
数
説
に
よ
れ
ば
、「
直
接
の
法
益
侵
害
の
結
果
」
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
発
生

（
９３
）

し
、
通
常
予
見
可
能
性
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に
問
題
は
な
い
の
で
、
通
則
法
一
七
条
か
ら
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
次
に
、
被
告
と
被

告
に
欺
罔
行
為
を
行
っ
た
一
部
の
原
告
は
、
と
も
に
日
本
人
で
は
あ
る
が
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
滞
在
中
で
あ
り
、
同
地
で
取
引
を
し
て

お
り
、
し
か
も
被
告
の
在
米
生
活
は
長
か
っ
た
と
い
う
点
を
考
慮
す
れ
ば
、「
明
ら
か
に
」
日
本
の
方
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と

ま
で
は
言
え
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
日
本
法
を
適
用
し
た
本
判
決
と
は
結
論
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
逸
失
利
益
が
日
本
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
日
本
も
「
結
果
発
生
地
」
に
含

ま
れ
、
通
常
予
見
可
能
性
に
も
問
題
は
な
く
、
当
事
者
双
方
と
も
日
本
人
な
い
し
日
本
法
人
で
日
本
で
の
収
益
を
目
的
と
し
て
取
引

し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
日
本
に
最
も
密
接
に
関
連
す
る
事
案
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
則
法
一
七
条
に

よ
っ
て
、（
本
判
決
と
同
じ
く
）
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�
東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
八
月
二
八
日
下
民
集
一
六
巻
八
号
一
三
四
二
頁
は
、
日
本
会
社
の
代
表
取
締
役
（
被
告
）
か
ら
の
虚
偽

事
実
の
通
知
に
基
づ
い
て
米
国
会
社
（
原
告
）
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
商
業
信
用
状
の
開
設
・
広
告
費
用
な
ど
の
損
害
を
被
っ
た
事
案

に
つ
き
加
害
行
為
地
法
で
あ
る
日
本
法
を
適
用
し
た
も
の
で
あ

（
９４
）

る
が
、
両
説
に
お
い
て
、
通
則
法
一
七
条
か
ら
は
「
結
果
発
生
地

法
」
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
が
導
か
れ
る
も
の
の
、
会
社
間
の
売
買
契
約
の
準
拠
法
が
日
本
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
二
〇
条
に

よ
っ
て
（
同
判
決
と
同
じ
く
）
日
本
法
が
準
拠
法
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

�
大
阪
高
判
昭
和
五
五
年
六
月
二
七
日
判
タ
四
二
九
号
一
二
九
頁
に
つ
い
て
は
、
事
案
が
明
確
で
な
い
の
で
、
こ
こ
で
の
検
討
か

ら
は
外
す
。

�
東
京
地
判
昭
和
六
〇
年
七
月
一
五
日
判
時
一
二
一
一
号
一
二
〇
頁
は
、
ミ
ラ
ノ
か
ら
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
ま
で
の
代
替
（
陸
上
）

運
送
中
の
ミ
ラ
ノ
市
内
で
の
窃
盗
事
故
に
つ
き
物
品
の
所
有
者
で
あ
る
日
本
法
人
か
ら
保
険
代
位
し
た
日
本
の
保
険
会
社
（
原
告
）

が
オ
ラ
ン
ダ
の
航
空
会
社
（
被
告
）
の
使
用
者
責
任
を
追
及
し
た
事
案
に
つ
き
損
害
発
生
地
法
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
法
を
適
用
し
た
も
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の
で
あ

（
９５
）

る
が
、
両
説
に
お
い
て
、
通
則
法
一
七
条
に
よ
り
「
結
果
発
生
地
法
」
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
法
が
（
同
判
決
と
同
じ
く
）
準
拠

法
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ

（
９６
）

る
。

�
東
京
地
判
昭
和
六
〇
年
七
月
三
〇
日
判
時
一
一
七
〇
号
九
五
頁
は
、
日
本
商
社
（
被
告
）
と
の
間
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
の
林
業

の
合
弁
事
業
を
計
画
し
香
港
・
東
京
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
等
で
交
渉
を
重
ね
た
が
最
終
的
に
契
約
の
締
結
を
拒
絶
さ
れ
た
マ
レ
ー
シ
ア

在
住
マ
レ
ー
シ
ア
人
（
原
告
）
が
、
被
告
に
対
し
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
出
費
し
た
事
務
所
経
費
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
出
費
し
た
林
区

調
査
費
用
な
ど
の
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
に
お
い
て
、
本
件
不
法
行
為
の
準
拠
法
に
つ
き
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
原
・
被
告
間
の
交
渉
の
過
半
が
東
京
で
な
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
、
東
京
を
原
因
事
実
発
生
地
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

よ
っ
て
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
日
本
国
法
を
適
用
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

法
務
省
見
解
お
よ
び
多
数
説
に
よ
れ
ば
、「
直
接
の
法
益
侵
害
の
結
果
」
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
発
生
し
、
通
常

予
見
可
能
性
に
も
問
題
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
通
則
法
一
七
条
か
ら
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
発
生
し
た
「
結
果
」
に
つ
い
て
は

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
法
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
発
生
し
た
「
結
果
」
に
つ
い
て
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
が
導
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う

（
９７
）

か
。
た
だ
、

交
渉
に
よ
っ
て
成
立
が
問
題
と
な
っ
た
本
件
契
約
の
準
拠
法
が
日
本
法
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
条
に
よ
っ
て
（
本
判
決
と
同
じ

く
）
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

（
９８
）

る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
原
告
の
損
害
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ほ
か
、
交
渉
に
お
い
て
香

港
・
東
京
で
も
生
じ
て
お
り
、
ま
た
原
告
の
住
所
地
で
あ
る
マ
レ
ー
シ
ア
で
も
発
生
し
て
い
る
と
解
さ
れ
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
通

常
予
見
可
能
性
に
は
問
題
な
く
、（
裁
判
所
の
判
断
を
尊
重
す
れ
ば
）
日
本
と
最
も
密
接
に
関
連
す
る
事
案
で
あ
っ
た
と
言
え

（
９９
）

る
。
し

た
が
っ
て
、
通
則
法
一
七
条
に
よ
っ
て
、（
本
判
決
と
同
じ
く
）
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�
東
京
地
判
平
成
三
年
九
月
二
四
日
判
時
一
四
二
九
号
八
〇
頁
は
、
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
イ
リ
ノ
イ
州
に
本
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店
を
有
す
る
法
人
（
被
告
）
の
ノ
ウ
ハ
ウ
に
つ
き
、
そ
の
元
従
業
員
の
設
立
し
た
別
の
米
国
法
人
か
ら
そ
れ
を
入
手
し
た
日
本
法
人

（
原
告
）
が
侵
害
し
た
と
し
て
オ
ハ
イ
オ
州
の
連
邦
地
裁
に
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
さ
れ
た
原
告
が
、
日
本
の
裁
判
所
で
そ
れ

ら
債
務
の
不
存
在
確
認
を
請
求
し
た
事
案
に
お
い
て
、
加
害
行
為
地
法
で
あ
る
日
本
法
を
適
用
し
た
も
の
で
あ

（
１００
）

る
が
、
両
説
に
お
い

て
、
通
則
法
一
七
条
に
よ
り
ノ
ウ
ハ
ウ
侵
害
と
い
う
「
結
果
」
が
発
生
し
た
地
の
法
で
あ
る
日
本
法
が
（
同
判
決
と
同
じ
く
）
準
拠

法
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ

（
１０１
）

る
。

�
東
京
地
判
平
成
九
年
七
月
一
六
日
判
時
一
六
一
九
号
一
七
頁
は
、
大
韓
民
国
の
航
空
会
社
（
被
告
）
の
旅
客
機
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
発
ア
ン
カ
レ
ッ
ジ
経
由
ソ
ウ
ル
行
き
）
が
ソ
連
（
当
時
）
の
領
空
を
侵
犯
し
ソ
連
戦
闘
機
に
よ
り
撃
墜
さ
れ
公
海
上
に
墜
落
し
た
事

故
の
遺
族
で
あ
る
日
本
人
（
原
告
）
が
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
に
お
い
て
、
遺
族
固
有
の
慰
謝
料
・
葬
儀
関
係
費
用
・
弁
護
士

費
用
の
賠
償
請
求
の
準
拠
法
に
つ
き
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
損
害
賠
償
制
度
は
不
法
行
為
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
被
害
者
の
救
済
に
重
点
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
照
ら
す
と
、
原
則
と
し
て
、

責
任
原
因
の
態
様
如
何
を
問
わ
ず
、
損
害
が
発
生
し
た
地
を
不
法
行
為
地
と
す
る
の
が
相
当
と
解
さ
れ
る
（
結
果
発
生
地
説
）。

…
…
本
件
事
故
は
公
海
中
に
お
い
て
死
亡
と
い
う
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
に
な
り
、
右
結
果
発
生
地
説
に
よ
れ
ば
法
律
の
存
在
し
な

い
場
所
が
不
法
行
為
地
と
な
る
か
ら
、
結
局
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
法
例
一
一
条
一
項
の
適
用
が
な
い
こ
と
に
な
る
。」

「
公
海
で
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
…
…
加
害
者
及
び
被
害
者
の
両
当
事
者
の
本
国
法
が
同
じ
場
合
に
は
そ
の
本
国
法
を
適
用
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
。
問
題
は
、
本
件
の
よ
う
に
加
害
者
及
び
被
害
者
の
属
す
る
国
が
異
な
る
場
合
で
あ
る
が
…
…
事
案
に
応
じ
て
、

一
切
の
事
情
及
び
当
事
者
間
の
衡
平
を
考
慮
し
、
条
理
に
従
っ
て
定
め
る
ほ
か
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

…
…
被
告
と
の
間
の
本
件
各
運
送
契
約
上
本
件
被
害
者
ら
の
到
着
地
が
い
ず
れ
も
日
本
（
東
京
）
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
本
件
事
故

機
は
元
来
公
海
を
飛
行
し
た
後
日
本
の
領
空
を
通
過
す
べ
き
で
あ
っ
た
…
…
の
に
、
こ
れ
を
大
き
く
北
側
に
逸
脱
し
て
ソ
連
領
空
を
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侵
犯
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
、
右
航
路
の
逸
脱
が
主
要
な
原
因
と
な
っ
て
本
件
事
故
が
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
本
件
被
害
者

ら
が
死
亡
し
た
公
海
は
日
本
の
領
海
に
接
続
し
て
お
り
、
本
件
事
故
後
、
北
海
道
沿
岸
に
本
件
事
故
機
の
乗
客
ら
の
遺
体
、
遺
品
と

認
め
ら
れ
る
も
の
が
多
数
漂
着
し
て
い
る
こ
と
、
…
…
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
…
…
日
本
法
に
準
拠
し
て
判
断
す
る
の
が
相
当
と
認

め
ら
れ
る
。」

法
務
省
見
解
お
よ
び
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
に
関
す
る
「
直
接
の
法
益
侵
害
の
結
果
」
は
公
海
で
発
生
し
、
通
常
予
見
可
能

性
に
も
問
題
は
な
さ
そ
う
な
の
で
、
通
則
法
一
七
条
か
ら
は
何
法
も
導
か
れ
な
い
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ

（
１０２
）

る
。
だ
と
す
る
と
、
二
〇

条
に
よ
っ
て
（
本
判
決
と
同
じ
く
）
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
遺
族
固
有
の
慰
謝
料
・
葬
儀
関
係
費
用
・
弁
護
士
費
用
が
日
本
で
発
生
し
て
い

る
こ
と
か
ら
日
本
も
「
結
果
発
生
地
」
に
含
ま
れ
、「
被
告
と
の
間
の
本
件
各
運
送
契
約
上
本
件
被
害
者
ら
の
到
着
地
が
い
ず
れ
も

日
本
（
東
京
）
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
本
件
事
故
機
は
元
来
公
海
を
飛
行
し
た
後
日
本
の
領
空
を
通
過
す
べ
き
で
あ
っ
た
」
こ
と
か

ら
通
常
予
見
可
能
性
も
肯
定
で
き
、
判
旨
の
後
段
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
諸
事
実
か
ら
本
件
は
日
本
に
最
も
密
接
に
関
連
す
る
事
案
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
則
法
一
七
条
に
よ
っ
て
、（
本
判
決
と
同
じ
く
）
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
が
で
き

（
１０３
）

る
。

	
神
戸
地
判
平
成
九
年
一
一
月
一
〇
日
判
タ
九
八
四
号
一
九
一
頁
は
、
日
本
の
造
船
会
社
の
造
船
代
金
前
払
金
返
還
債
務
に
つ
い

て
日
本
の
銀
行
（
被
告
）
が
発
行
し
た
保
証
状
（
準
拠
法
を
英
国
法
と
合
意
）
に
よ
り
上
記
造
船
会
社
の
経
営
状
態
を
誤
信
さ
せ
ら
れ

造
船
契
約
を
締
結
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
パ
ナ
マ
法
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
パ
ナ
マ
に
本
店
を
置
く
法
人
（
原
告
）
が
被
っ
た

造
船
代
金
前
払
金
・
逸
失
利
益
の
賠
償
請
求
に
つ
き
加
害
行
為
地
法
で
あ
る
日
本
法
を
適
用
し
た
も
の
で
あ

（
１０４
）

る
が
、
両
説
に
お
い
て
、

通
則
法
一
七
条
か
ら
は
「
結
果
発
生
地
法
」
で
あ
る
パ
ナ
マ
法
が
導
か
れ
る
も
の
の
、
保
証
契
約
の
準
拠
法
が
英
国
法
で
あ
る
こ
と

か
ら
二
〇
条
に
よ
っ
て
（
同
判
決
と
異
な
り
）
英
国
法
が
準
拠
法
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

法適用通則法１７条（不法行為の一般則）における「結果」の解釈
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東
京
地
判
平
成
一
二
年
九
月
二
五
日
判
時
一
七
四
五
号
一
〇
二
頁
は
、
タ
イ
の
航
空
会
社
（
被
告
）
の
旅
客
機
（
バ
ン
コ
ク
発

カ
ト
マ
ン
ズ
行
き
）
が
カ
ト
マ
ン
ズ
空
港
付
近
の
山
に
墜
落
し
た
事
故
の
遺
族
で
あ
る
日
本
人
（
原
告
）
が
損
害
賠
償
を
請
求
し
た

事
案
に
お
い
て
、
遺
族
固
有
の
損
害
の
賠
償
請
求
の
準
拠
法
に
つ
き
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
航
空
機
事
故
の
場
合
に
は
不
法
行
為
地
（
事
故
地
）
が
当
事
者
に
全
く
関
係
の
な
い
地
で
あ
る
場
合
が
多
く
（
現
に
本
件
で
も
、

行
為
地
説
、
結
果
発
生
地
説
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
不
法
行
為
地
は
ネ
パ
ー
ル
国
で
あ
る
。）、
不
法
行
為
地
主
義
を
貫
徹
す
る
と
妥
当
な

結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
場
合
も
多
い
と
い
え
る
。」

「
本
件
の
よ
う
な
国
際
航
空
運
送
契
約
に
係
る
ワ
ル
ソ
ー
条
約
一
七
条
に
基
づ
く
請
求
に
つ
い
て
は
、
…
…
事
件
ご
と
に
、
訴
訟

当
事
者
の
国
籍
、
住
所
、
営
業
所
、
旅
客
の
国
籍
、
住
所
、
そ
の
他
事
件
に
重
要
な
関
係
を
持
つ
要
素
を
抽
出
し
、
当
事
者
の
衡
平

を
も
考
慮
し
て
、
条
理
に
よ
っ
て
準
拠
法
を
決
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
／
本
件
に
お
い
て
は
、
原
告
及
び
旅
客
…
…
の
国
籍
、

住
所
は
日
本
国
、
被
告
の
本
店
所
在
地
は
タ
イ
国
で
あ
る
が
、
被
告
は
日
本
国
東
京
に
営
業
所
を
有
し
て
い
る
上
、
本
件
運
送
契
約

が
締
結
さ
れ
た
の
も
日
本
国
で
あ
り
、
か
つ
、
被
告
が
原
告
に
交
付
し
た
旅
客
切
符
及
び
手
荷
物
切
符
は
日
本
国
内
に
お
い
て
日
本

語
を
使
用
す
る
旅
客
に
対
し
交
付
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
…
…
か
ら
、
当
事
者
の
衡
平
の
観
点
を
も
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
事
情

を
総
合
考
慮
す
る
と
、
本
件
の
準
拠
法
は
法
廷
地
法
で
あ
る
日
本
法
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。」

法
務
省
見
解
お
よ
び
多
数
説
に
よ
れ
ば
、「
直
接
の
法
益
侵
害
の
結
果
」
は
ネ
パ
ー
ル
で
発
生
し
、
通
常
予
見
可
能
性
に
も
問
題

は
な
い
の
で
、
通
則
法
一
七
条
か
ら
は
ネ
パ
ー
ル
法
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
次
に
、
判
旨
の
後
段
で
指
摘
さ
れ
て

い
る
諸
事
実
に
照
ら
す
と
、「
明
ら
か
に
」
日
本
の
方
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
言
う
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
場

合
に
は
、
二
〇
条
に
よ
っ
て
（
本
判
決
と
同
じ
く
）
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
原
告
の
現
実
的
な
損
害
が
日
本
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
日
本
も
「
結
果
発

《論 説》
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生
地
」
に
含
ま
れ
、「
本
件
運
送
契
約
が
締
結
さ
れ
た
の
も
日
本
国
で
あ
り
、
か
つ
、
被
告
が
原
告
に
交
付
し
た
旅
客
切
符
及
び
手

荷
物
切
符
は
日
本
国
内
に
お
い
て
日
本
語
を
使
用
す
る
旅
客
に
対
し
交
付
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
」
こ
と
か
ら
通
常
予
見
可
能

性
に
も
問
題
は
な
く
、
判
旨
の
後
段
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
諸
事
実
か
ら
本
件
は
日
本
に
最
も
密
接
に
関
連
す
る
事
案
で
あ
っ
た
と
言

え
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
則
法
一
七
条
に
よ
っ
て
、（
本
判
決
と
同
じ
く
）
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�
千
葉
地
判
平
成
九
年
七
月
二
四
日
判
時
一
六
三
九
号
八
六
頁
は
、
カ
ナ
ダ
へ
の
ス
キ
ー
ツ
ア
ー
に
参
加
し
た
日
本
在
住
の
日
本

人
同
士
の
間
で
そ
の
三
日
目
に
カ
ナ
ダ
の
ス
キ
ー
場
で
起
こ
っ
た
接
触
事
故
に
つ
い
て
帰
国
後
の
治
療
費
等
の
賠
償
請
求
の
事
案
に

お
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
本
件
事
故
は
カ
ナ
ダ
国
内
の
ス
キ
ー
場
で
起
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
原
告
の
主
張
す
る
損
害
は
、
い
ず
れ
も
我

が
国
に
お
い
て
現
実
か
つ
具
体
的
に
生
じ
た
損
害
で
あ
る
。
そ
し
て
、
不
法
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い
て
定
め
る
法
例
一
一
条
一
項
の

『
そ
の
原
因
た
る
事
実
の
発
生
し
た
る
地
』
に
は
、
当
該
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
の
発
生
地
も
含
ま
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、

…
…
本
件
に
は
日
本
法
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

法
務
省
見
解
お
よ
び
多
数
説
に
よ
れ
ば
、「
直
接
の
法
益
侵
害
の
結
果
」
は
カ
ナ
ダ
で
発
生
し
、
通
常
予
見
可
能
性
に
も
問
題
は

な
い
の
で
、
通
則
法
一
七
条
か
ら
は
カ
ナ
ダ
法
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
次
に
、
当
事
者
双
方
と
も
が
日
本
に
常
居

所
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
条
に
よ
り
（
本
判
決
と
同
じ
く
）
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ

（
１０５
）

る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
説
に
よ
れ
ば
、
原
告
の
現
実
的
な
損
害
が
日
本
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
日
本
も
「
結
果
発
生
地
」
に

含
ま

（
１０６
）

れ
、
ス
キ
ー
ツ
ア
ー
に
参
加
し
た
日
本
人
間
で
接
触
事
故
が
起
こ
る
可
能
性
に
つ
き
同
様
の
状
況
に
あ
る
一
般
的
・
平
均
的
な

加
害
者
で
あ
れ
ば
十
分
に
予
見
で
き
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
か
ら
通
常
予
見
可
能
性
に
も
問
題
な
く
、「
本
件
は
、
事
故
地
が
た
ま
た

ま
外
国
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、〔
両
当
事
者
の
〕
本
拠
地
は
日
本
に
あ
る
な
ど
ほ
と
ん
ど
国
内
事
件
と
で
も
言
う
べ
き
事

（
１０７
）

案
」
で
あ

法適用通則法１７条（不法行為の一般則）における「結果」の解釈

１５１



り
日
本
に
最
も
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
通
則
法
一
七
条
に
よ
っ
て
、（
本
判
決
と
同
じ
く
）
日
本
法
を
準
拠
法
と
す

る
こ
と
が
で
き

（
１０８
）

る
。

�
岡
山
地
判
平
成
一
二
年
一
月
二
五
日
交
民
集
三
三
巻
一
号
一
五
七
頁
は
、
米
国
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
で
起
こ
っ
た
自
動
車
同
乗
事

故
に
つ
い
て
、
そ
の
自
動
車
に
同
乗
し
て
重
傷
を
負
っ
た
日
本
人
留
学
生
（
事
故
の
時
点
で
留
学
後
約
三
カ
月
）
と
日
本
に
住
む
そ
の

両
親
（
原
告
ら
）
が
同
じ
く
日
本
人
留
学
生
で
あ
る
事
故
車
両
の
運
転
者
（
同
約
半
年
）
と
所
有
者
（
同
約
一
年
八
カ
月
）（
被
告
ら
）

に
対
し
て
し
た
損
害
賠
償
請
求
の
事
案
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
原
告
ら
の
損
害
賠
償
請
求
の
当
否
に
つ
い
て
判
断
す
る
に
当
た
り
準
拠
す
べ
き
法
令
は
、
そ
の
請
求
が
い
ず
れ
も
不
法
行
為
に

基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
で
あ
る
た
め
、
法
例
一
一
条
一
項
の
規
定
に
従
い
、
本
件
事
故
が
発
生
し
た
地
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
法
令
で
あ
る
と
認
め
る
。」

但
し
、
負
傷
し
た
被
害
者
の
両
親
固
有
の
慰
謝
料
、
弁
護
士
費
用
、
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
は
、「
不
法
行
為
制
度
の
根
幹
に
か

か
わ
る
」
と
し
て
、
公
序
則
を
発
動
し
日
本
法
を
適
用
し
た
。

法
務
省
見
解
お
よ
び
多
数
説
に
よ
れ
ば
、「
直
接
の
法
益
侵
害
の
結
果
」
は
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
で
発
生
し
、
通
常
予
見
可
能
性
に

も
問
題
は
な
い
の
で
、
通
則
法
一
七
条
か
ら
は
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
法
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
次
に
、
事
故
車
の
所

有
者
に
つ
い
て
は
「
微
妙
」
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、
他
の
全
て
の
当
事
者
は
依
然
と
し
て
日
本
に
常
居
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら

「
明
ら
か
に
」
日
本
の
方
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
二
〇
条
に
よ
り
（
本
判
決
の
重
要
部
分
の
結
論
と
同
じ
く
）
日
本
法

を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ

（
１０９
）

る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
原
告
の
現
実
的
な
損
害
が
日
本
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
日
本
も
「
結
果
発

生
地
」
に
含
ま
れ
、
通
常
予
見
可
能
性
に
も
問
題
な
く
、
加
害
者
・
被
害
者
と
も
に
日
本
人
留
学
生
で
滞
米
期
間
が
最
長
の
者
で
も

《論 説》
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約
一
年
八
カ
月
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
件
は
日
本
に
最
も
密
接
に
関
連
す
る
事
案
で
あ
っ

（
１１０
）

た
。
し
た
が
っ
て
、
通
則
法
一
七

条
に
よ
っ
て
、（
本
判
決
の
重
要
部
分
の
結
論
と
同
じ
く
）
日
本
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



最
判
平
成
一
四
年
九
月
二
六
日
民
集
五
六
巻
七
号
一
五
五
一
頁
（
原
々
審：

�
東
京
地
判
平
成
一
一
年
四
月
二
二
日
判
時
一
六
九
一

号
一
三
一
頁
、
原
審：

�
東
京
高
判
平
成
一
二
年
一
月
二
七
日
判
時
一
七
一
一
号
一
三
一
頁
）
は
、
米
国
の
特
許
権
を
有
し
日
本
に
住
所

を
有
す
る
日
本
人
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
が
、（
日
本
の
特
許
権
を
有
し
）
日
本
に
本
店
を
有
す
る
日
本
法
人
（
被
告
・
被
控
訴

人
・
被
上
告
人
）
に
よ
る
製
品
の
製
造
、
米
国
へ
の
輸
出
、
子
会
社
そ
の
他
に
対
し
て
米
国
に
お
い
て
製
品
の
販
売
等
す
る
よ
う
誘

導
す
る
な
ど
の
日
本
国
内
に
お
け
る
行
為
が
前
記
の
米
国
特
許
権
の
侵
害
に
当
た
る
と
主
張
し
て
右
行
為
の
差
止
め
お
よ
び
被
告
製

品
の
廃
棄
な
ら
び
に
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
賠
償
請
求
の
準
拠
法
に
つ
き
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。



判
決
は
、「
原
告
が
不
法
行
為
に
当
た
る
と
主
張
す
る
被
告
の
行
為
は
、
す
べ
て
日
本
国
内
の
行
為
で
あ
る
か
ら
、
本
件
に
お

い
て
は
、
日
本
法
（
民
法
七
〇
九
条
以
下
）
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
�
判
決
は
、
こ
れ

に
加
え
て
、「
特
許
権
侵
害
行
為
に
つ
い
て
の
準
拠
法
は
、
教
唆
、
幇
助
行
為
等
を
含
め
、
過
失
主
義
の
原
則
に
支
配
さ
れ
る
不
法

行
為
の
問
題
と
し
て
行
為
者
の
意
思
行
為
に
重
点
が
置
か
れ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
本
件
で
は
不
法
行
為
者
と
さ
れ
る

者
の
行
動
地
で
あ
る
我
が
国
が
法
例
一
一
条
一
項
に
い
う
『
原
因
タ
ル
事
実
ノ
発
生
シ
タ
ル
地
』
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
」
る

と
判
示
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
�
判
決
は
、「
本
件
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
、
法
例
一
一
条
一
項
に
い
う
『
原
因
タ
ル
事
実
ノ
発
生
シ
タ
ル

地
』
は
、
本
件
米
国
特
許
権
の
直
接
侵
害
行
為
が
行
わ
れ
、
権
利
侵
害
と
い
う
結
果
が
生
じ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
解
す
べ
き
で
あ

り
、
同
国
の
法
律
を
準
拠
法
と
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、（
ア
）

我
が
国
に
お
け
る
被
上
告
人
の
行
為
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で

の
本
件
米
国
特
許
権
侵
害
を
積
極
的
に
誘
導
す
る
行
為
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
権
利
侵
害
と
い
う
結
果
は
同
国
に
お
い
て
発
生
し
た

法適用通則法１７条（不法行為の一般則）における「結果」の解釈
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も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、（
イ
）

準
拠
法
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
法
律
に
よ
る
と
解
し
て
も
、
被
上
告
人
が
、
米
国
子
会

社
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
輸
入
及
び
販
売
を
予
定
し
て
い
る
限
り
、
被
上
告
人
の
予
測
可
能
性
を
害
す
る
こ
と
に
も
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
（
但
し
、
町
田
顯
裁
判
官
に
よ
る
、「
上
告
人
が
権
利
侵
害
と
主
張
す
る
具
体
的
行
為
は
、
米
国
特
許

権
侵
害
を
積
極
的
に
誘
導
す
る
と
す
る
も
の
を
含
め
、
結
局
被
上
告
人
の
行
う
製
造
、
輸
出
と
い
っ
た
専
ら
日
本
国
内
で
行
わ
れ
た
行
為
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
に
、
上
告
人
及
び
被
上
告
人
と
も
我
が
国
に
居
住
す
る
日
本
人
又
は
本
店
所
在
地
を
我
が
国
と
す
る
日
本
法
人
で
あ
り
、
上
告

人
の
主
張
す
る
損
害
も
我
が
国
に
居
住
す
る
上
告
人
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、『
原
因
タ
ル
事
実
ノ
発
生
シ
タ
ル
地
』
は
、

我
が
国
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
日
本
法
に
よ
り
不
法
行
為
の
成
否
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
の
意
見
が
付
さ
れ
て

（
１１１
）

い
る
）。

法
務
省
見
解
お
よ
び
多
数
説
に
よ
れ
ば
、「
直
接
の
法
益
侵
害
の
結
果
」
は
米
国
で
発
生
し
、
通
常
予
見
可
能
性
に
も
問
題
は
な

い
の
で
、
通
則
法
一
七
条
か
ら
は
米
国
法
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
次
に
、
原
告
は
日
本
に
住
所
を
有
し
て
お
り
被

告
も
日
本
に
本
店
を
有
す
る
が
、「
明
ら
か
に
」
日
本
の
方
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
ま
で
は
言
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
た

が
っ
て
、（
�
判
決
と
同
じ
く
）
米
国
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
原
告
の
現
実
的
な
損
害
が
日
本
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
日
本
も
「
結
果
発

生
地
」
に
含
ま
れ
、
通
常
予
見
可
能
性
に
も
問
題
は
な
く
、
原
告
は
日
本
に
居
住
し
被
告
も
日
本
に
本
店
を
有
す
る
日
本
法
人
で
あ

る
こ
と
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
被
告
の
日
本
国
内
に
お
け
る
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
は
日
本
に
最
も
密
接
に
関
連
す
る

事
案
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
通
則
法
一
七
条
に
よ
っ
て
、（


�
判
決
や
町
田
意
見
と
同
じ
く
）
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
べ
き
こ

と
に
な
る
。

�
東
京
地
判
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
六
日
判
時
一
八
七
四
号
二
三
頁
は
、
米
国
特
許
権
を
有
す
る
東
京
に
本
店
を
置
く
日
本
法
人

（
被
告
）
か
ら
米
国
内
の
自
社
製
品
取
引
先
に
宛
て
て
特
許
侵
害
を
警
告
す
る
文
書
等
を
送
付
さ
れ
た
沖
縄
に
本
店
を
置
く
日
本
法

《論 説》
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人
（
原
告
）
が
、
原
告
や
米
国
内
の
取
引
先
に
よ
る
製
品
販
売
に
つ
き
被
告
が
米
国
特
許
権
に
基
づ
く
差
止
請
求
権
を
有
し
な
い
こ

と
の
確
認
な
ら
び
に
被
告
に
よ
る
警
告
書
等
の
送
付
が
原
告
の
営
業
上
の
信
用
を
毀
損
す
る
と
主
張
し
て
告
知
・
流
布
の
差
止
め
お

よ
び
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
に
お
い
て
、
そ
の
告
知
・
流
布
の
差
止
め
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
の
準
拠
法
に
つ
き
次
の
よ
う
に
判

示
し
た
。

「
…
…
差
止
請
求
権
は
、
営
業
誹
謗
行
為
の
発
生
を
原
因
と
し
て
競
業
者
間
に
法
律
上
当
然
に
発
生
す
る
法
定
債
権
で
あ
り
、

…
…
損
害
賠
償
請
求
権
は
不
法
行
為
に
よ
り
生
ず
る
債
権
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
法
例
一
一
条

一
項
に
よ
り
規
律
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
請
求
権
の
原
因
事
実
の
発
生
地
の
法
が
準
拠
法
と
な
る
。
本
件
に
つ
い
て
は
、
原

告
は
、
被
告
が
そ
の
本
店
所
在
地
で
あ
る
東
京
都
か
ら
、
原
告
の
米
国
に
お
け
る
取
引
先
に
対
し
て
、
電
子
メ
ー
ル
及
び
郵
便
書
簡

に
よ
り
警
告
を
行
っ
た
な
ど
と
主
張
し
て
、
被
告
が
日
本
国
内
か
ら
原
告
の
米
国
内
の
取
引
先
に
対
し
て
行
う
告
知
・
流
布
行
為
の

差
止
め
及
び
損
害
賠
償
を
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
因
事
実
の
発
生
地
は
、
被
告
が
電
子
メ
ー
ル
及
び
郵
便
書
簡
を
発
信

な
い
し
発
送
し
た
地
で
あ
る
我
が
国
の
法
が
準
拠
法
と
な
る
。」

法
務
省
見
解
お
よ
び
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
販
売
機
会
の
逸
失
と
い
う
「
直
接
の
法
益
侵
害
の
結
果
」
は
市
場
で
あ
る
米
国
で
発
生

し
、
通
常
予
見
可
能
性
に
も
問
題
は
な
い
の
で
、
通
則
法
一
七
条
か
ら

（
１１２
）

は
米
国
法
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
次
に
、

当
事
者
双
方
と
も
が
日
本
に
本
店
を
置
い
て
お
り
日
本
が
同
一
常
居
所
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
〇
条
に
よ
り
（
本
判
決
と
同
じ
く
）

日
本
法
が
準
拠
法
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ

（
１１３
）

る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
原
告
の
現
実
的
な
損
害
が
日
本
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
日
本
も
「
結
果
発

生
地
」
に
含
ま
れ
、
通
常
予
見
可
能
性
に
も
問
題
な
く
、
両
当
事
者
が
日
本
に
本
店
を
置
く
日
本
法
人
で
あ
り
本
件
は
日
本
に
最
も

密
接
に
関
連
す
る
事
案
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
通
則
法
一
七
条
に
よ
っ
て
、（
本
判
決
と
同
じ
く
）
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
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と
が
で
き

（
１１４
）

る
。

�
大
阪
地
判
平
成
一
六
年
一
一
月
九
日
判
時
一
八
九
七
号
一
〇
三
頁
は
、
大
東
市
に
本
店
を
置
く
日
本
法
人
（
原
告
）
が
、
継
続

的
な
取
引
関
係
の
あ
っ
た
岐
阜
市
に
本
店
を
置
く
日
本
法
人
（
被
告
会
社
）
が
韓
国
所
在
の
会
社
か
ら
輸
入
し
米
国
・
ド
イ
ツ
・
中

国
の
会
社
に
輸
出
し
た
製
品
が
自
社
の
製
品
に
酷
似
し
て
い
る
と
主
張
し
て
、
被
告
会
社
に
対
し
て
被
告
製
品
の
販
売
・
展
示
・
輸

出
・
輸
入
の
差
止
め
と
被
告
製
品
等
の
廃
棄
、
被
告
ら
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
に
お
い
て
、
被
告
会
社
に
対
す
る
損
害

賠
償
請
求
の
準
拠
法
に
つ
き
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

右
損
害
賠
償
の
「
請
求
は
、
被
告
会
社
の
輸
出
入
に
関
連
す
る
行
為
や
被
告
会
社
の
国
外
関
連
会
社
の
行
為
の
結
果
、
原
告
に
、

輸
出
機
会
喪
失
、
国
外
へ
の
調
査
費
用
の
拠
出
及
び
信
用
毀
損
と
い
う
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
、
不
法
行
為
に
基
づ

く
損
害
賠
償
請
求
で
も
あ
る
か
ら
、
渉
外
的
要
素
を
含
む
法
律
関
係
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
準
拠
法
の
決
定
が
必
要
と
な
る
。
／
こ

の
点
、
不
法
行
為
に
関
す
る
準
拠
法
は
法
例
一
一
条
一
項
に
よ
り
規
律
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
原
因
事
実
の
発
生
地
〔
法
〕

に
よ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
本
件
で
は
、
国
内
に
所
在
す
る
被
告
会
社
の
輸
出
入
行
為
や
海
外
法
人
に
対
す
る
指
示
行
為
が
主
な

対
象
行
為
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
損
害
は
我
が
国
に
住
所
を
置
く
原
告
に
生
じ
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
原
因
事
実

の
発
生
地
は
、
被
告
会
社
の
行
為
地
で
あ
り
か
つ
原
告
に
損
害
の
発
生
し
た
地
で
も
あ
る
我
が
国
で
あ
り
、
我
が
国
の
法
が
準
拠
法

と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

法
務
省
見
解
お
よ
び
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
販
売
機
会
の
逸
失
と
い
う
「
直
接
の
法
益
侵
害
の
結
果
」
は
市
場
で
あ
る
米
国
・
ド
イ

ツ
・
中
国
で
発
生
し
、
通
常
予
見
可
能
性
に
も
問
題
は
な
い
の
で
、
通
則
法
一
七
条
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
米
国
法
・
ド
イ
ツ
法
・
中
国

法
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
次
に
、
当
事
者
双
方
と
も
が
日
本
に
本
店
を
置
い
て
お
り
日
本
が
同
一
常
居
所
地
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
二
〇
条
に
よ
り
（
本
判
決
と
同
じ
く
）
日
本
法
が
準
拠
法
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ

（
１１５
）

る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
原
告
の
現
実
的
な
損
害
が
日
本
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
日
本
も
「
結
果
発

生
地
」
に
含
ま
れ
、
通
常
予
見
可
能
性
に
も
問
題
な
く
、
両
当
事
者
が
日
本
に
本
店
を
置
く
日
本
法
人
で
あ
り
本
件
は
日
本
に
最
も

密
接
に
関
連
す
る
事
案
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
通
則
法
一
七
条
に
よ
っ
て
、（
本
判
決
と
同
じ
く
）
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

二

以
上
、
従
来
の
裁
判
例
の
事
案
に
通
則
法
を
適
用
し
た
場
合
に
、
法
務
省
見
解
お
よ
び
多
数
説
と
少
数
説
と
で
そ
の
処
理
が

ど
の
よ
う
に
な
る
か
、
個
別
具
体
的
に
検
討
し
て
き
た
。
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

法
務
省
見
解
お
よ
び
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
一
七
条
で
処
理
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
な
の
は
�
�
�
�
判
決
の
四
件
、
二
〇
条
で
処

理
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
な
の
は
�
�
�
	
�


�
�
�
判
決
の
九
件
（
お
よ
び
、
外
国
に
お
け
る
日
本
人
間
の
自
動
車
同
乗
事
故
に

関
す
る
他
の
四

（
１１６
）

件
）
で
あ
る
。
但
し
、
具
体
的
妥
当
性
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
�
�
�
判
決
の
事
案
に
つ
い
て
は

二
〇
条
を
発
動
し
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
い
っ
た
い
一
七
条
と
二
〇
条
の
い
ず
れ
が
例
外
則
な
の

か
、
判
然
と
し
な
い
状
況
に
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
説
（
少
な
く
と
も
私
見
）
に
よ
れ
ば
、
一
七
条
で
処
理
す
べ
き
な
の
は
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
判
決

の
一
一
件
（
お
よ
び
、
外
国
に
お
け
る
日
本
人
間
の
自
動
車
同
乗
事
故
に
関
す
る
他
の
四

（
１１７
）

件
）、
二
〇
条
で
処
理
す
べ
き
な
の
は
�
	
判

決
の
二
件
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
、
一
七
条
は
ま
さ
に
一
般
則
と
し
て
、
二
〇
条
は
名
実
と
も
に
例
外
条
項
と
し
て
、
機
能
す
る
こ
と

に
な
る
。

本
節
に
お
け
る
検
討
の
結
果
か
ら
も
、
解
釈
論
と
し
て
優
れ
て
い
る
の
は
、（
法
務
省
見
解
な
ど
で
は
な
く
）
少
数
説
の
方
で
あ
る

と
確
信
す
る
。
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第
四
章

結
論
と
今
後
の
課
題

一

法
例
一
一
条
一
項
の
「
原
因
事
実
発
生
地
」
の
解
釈
に
つ
い
て
従
来
提
示
し
て
い
た
私
見
は
通
則
法
一
七
条
の
下
で
も
基
本

的
に
維
持
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
本
稿
を
通
じ
て
確
認
で
き
た
。
以
下
で
は
、
同
条
の
「
結
果
」
の
解
釈
と
い
う
形
で
、
私

見
を
改
め
て
示

（
１１８
）

す
。

通
則
法
一
七
条
の
「
結
果
発
生
地
」
に
お
け
る
「
結
果
」
は
、「
法
益
侵
害
」
に
は
限
定
さ
れ
ず
、
二
次
的
・
派
生
的
な
損
害
も

含
む
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
複
数
の
結
果
発
生
地
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
の
よ
う
な

事
案
に
お
い
て
は
、
そ
の
地
で
の
結
果
発
生
に
つ
い
て
の
「
通
常
予
見
可
能
性
」
の
あ
る
も
の
の
う
ち
最
も
密
接
に
関
係
す
る
地
を

同
条
の
「
結
果
発
生
地
」
と
解
釈
す

（
１１９
）

る
。

こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
に
あ
た
っ
て
は
、
か
つ
て
行
っ
て
い
た
従
来
の
学
説
・
裁
判
例
の
検
討
（
第
二
章
第
一
節
）
に
加
え
て
、

通
則
法
制
定
過
程
で
の
議
論
（
第
二
章
第
二
節
）、
通
則
法
一
七
条
の
「
結
果
」
に
つ
い
て
の
法
務
省
見
解
と
二
極
分
化
し
た
学
説
の

対
応
（
第
二
章
第
三
節
）、
ス
イ
ス
（
第
三
章
第
一
節
）、
ド
イ
ツ
（
第
三
章
第
二
節
）、
従
来
の
裁
判
例
に
お
け
る
事
案
に
通
則
法
を
適

用
し
た
場
合
の
帰
結
（
第
三
章
第
三
節
）、
以
上
に
つ
い
て
の
確
認
・
検
討
を
行
っ
た
。

こ
こ
で
、
付
言
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
法
例
改
正
の
た
め
の
「
た
た
き
台
」
に
対
し
て
、
石
黒
教
授
は
、「
外
国
の
立
法

例
、
つ
ま
り
は
『
条
文
』
と
の
平
仄
を
合
わ
せ
る
と
い
う
表
面
的
な
こ
と
に
固
執
す
る
の
は
実
に
お
か
し
い
。
…
…
我
国
の
判
例
の

具
体
的
営
為
に
ま
で
踏
み
込
み
、
そ
し
て
そ
れ
を
、
海
外
で
の
判
例
等
の
状
況
と
対
比
し
、
そ
の
上
で
『
平
仄
』
を
云
々
す
べ
き
で

あ
（
１２０
）

る
。」
と
批
判
し
て
お
ら
れ
た
。
本
稿
に
お
け
る
不
十
分
な
が
ら
も
（
本
来
な
ら
不
必
要
で

（
１２１
）

あ
っ
た
）
比
較
法
的
考
察
を
経
た
今
、

石
黒
教
授
の
指
摘
の
正
し
さ
を
実
感
し
て
い
る
。
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二

通
則
法
の
施
行
か
ら
、
早
い
も
の
で
ほ
ぼ
三
年
が
経
過
し
た
。
そ
ろ
そ
ろ
、
通
則
法
一
七
条
の
適
用
事
例
が
公
表
さ
れ
て
も

お
か
し
く
な
い
。
今
後
は
、
新
し
い
個
別
の
裁
判
例
を
通
じ
て
、
本
稿
で
検
討
し
た
二
極
の
解
釈
論
の
妥
当
性
を
検
証
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

そ
れ
以
外
の
、
例
え
ば
よ
り
細
か
い
問
題
に
つ
い
て
の
解
釈
論
は
有
害
無
益
な
も
の
と
な
る
可
能
性
が
高
い
の
が
、
学
会
の
一
般

的
な
現
状
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
例
外
が
あ
る
こ
と
は
、
全
く
否
定
し
な
い
）。
ま
た
、
安
易
な
比
較
法
は
、
以
て
の
外

で
あ
る
と
考
え
る
。

か
つ
て
述
べ
た
こ
と
は
現
在
で
も
十
分
に
妥
当
す
る
と
考
え
る
の
で
、
本
稿
で
も
再
び
述
べ
る
。

「
従
来
の
（
狭
義
の
）
国
際
私
法
の
議
論
に
お
い
て
は
、（
外
部
に
規
範
を
求
め
る
べ
く
）
比
較
法
や
統
一
法
条
約
の
紹
介
が
盛
ん
に

な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、（
内
在
的
な
規
範
を
確
認
す
べ
く
）
国
内
で
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
具
体
的
な
事
例
を
集
約
し
事
案
に
即

し
て
細
か
く
検
討
し
『
具
体
的
妥
当
性
』
と
『
法
的
安
定
性
』
の
両
立
を
図
る
よ
う
な
こ
と
は
、
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
…
…
し
か
し
、
日
本
で
起
き
る
渉
外
事
件
に
は
、
日
本
に
特
有
の
事
情
が
あ
り
、
ま
た
、
日
本
に
と
っ
て
譲
れ
な
い
牴
触
法

上
の
価
値
観
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
仮
に
何
ら
か
の
問
題
に
つ
き
成
立
し
た
統
一
法
条
約
の
批
准
や
国
内
法

化
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
一
定
数
の
具
体
的
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
主
体
的
・
内
在
的
な
分

析
を
経
た
う
え
で
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

（
１２２
）

る
。」

さ
ら
に
、
法
改
正
や
新
法
の
制
定
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
述
べ
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
。
今
さ
ら
な
が
ら
、

右
に
付
け
加
え
る
。

三

最
後
に
、
明
治
以
来
の
我
が
国
に
妥
当
し
続
け
る
至
言
を
引
用
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
。

法適用通則法１７条（不法行為の一般則）における「結果」の解釈
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す

し
づ

「
廣
く
各
國
の
制
度
を
採
り
開
明
に
進
ま
ん
と
な
ら
ば
、
先
づ
我
國
の
本
體
を
居
ゑ
風
�
を
張
り
、
然
し
て
後
徐
か
に
彼
の
長
所
を
斟
酌

ゐ

び

す
る
も
の
ぞ
。
否
ら
ず
し
て
猥
り
に
彼
れ
に
倣
ひ
な
ば
、
國
體
は
衰
頽
し
、
風
�
は
萎
靡
し
て
匡
救
す
可
か
ら
ず
、
終
に
彼
の
制
を
受
く
る

に
至
ら
ん

（
１２３
）

と
す
。」

（
１
）

以
上
に
つ
き
、
拙
稿
「
不
法
行
為
の
準
拠
法
の
決
定
に
お
け
る
『
原
因
事
実
発
生
地
』
の
解
釈
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
一
七
巻
三
号
（
二
〇
〇

二
年
）
八
五
頁
、
八
八
―
一
〇
〇
、
一
〇
八
―
一
一
一
頁
に
お
け
る
整
理
を
予
め
ご
一
読
い
た
だ
け
れ
ば
、
本
稿
の
問
題
意
識
が
よ
り
鮮
明
に
ご

理
解
い
た
だ
け
る
は
ず
で
あ
る
。

（
２
）

通
則
法
制
定
過
程
を
通
観
し
そ
の
問
題
性
を
鋭
く
指
摘
す
る
、
横
山
真
規
雄
「
新
国
際
私
法
の
規
範
構
造
と
解
釈
論
的
位
相
（
上
）
―
『
法
の

適
用
に
関
す
る
通
則
法
』
が
目
指
す
国
際
私
法
秩
序
と
そ
の
課
題
―
」
拓
殖
大
学
論
集
政
治
・
経
済
・
法
律
研
究
一
〇
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）

一
頁
は
、
そ
の
八
頁
に
お
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
一
一
三
頁
の
記
述
を
引
用
し
た
う
え
で
、「
と
か
く
比
較
法
的
紹
介
に
終
わ
る
、
我
々
の

学
問
姿
勢
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
」
拙
稿
に
お
け
る
「
発
言
が
、
今
回
、
一
連
の
改
正
論
議
に
あ
っ
て
は
十
分
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。」
と
評
し

て
い
る
。

（
３
）

既
に
、
物
権
や
債
権
譲
渡
の
準
拠
法
を
決
定
す
る
た
め
の
牴
触
規
則
（
通
則
法
で
は
、
一
三
条
・
二
三
条
）
の
改
正
作
業
の
問
題
性
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
「
国
際
私
法
の
現
代
化
に
お
け
る
法
例
一
〇
条
・
一
二
条
関
連
の
改
正
作
業
の
問
題
点
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
二
〇
巻
二
号
（
二
〇
〇

五
年
）
九
三
頁
に
お
い
て
、
詳
細
に
指
摘
し
批
判
し
た
。
さ
ら
に
、
通
則
法
二
三
条
を
債
権
者
常
居
所
地
法
説
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
学
説
に
対

し
て
、
拙
稿
「
物
権
準
拠
法
の
決
定
と
適
用
範
囲
に
関
す
る
問
題
提
起
―
『
原
因
事
実
完
成
当
時
』
を
中
心
に
―
」
国
際
私
法
学
会
『
国
際
私
法

年
報
八
号
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
七
年
）
八
六
頁
、
一
〇
二
頁
注
二
九
に
お
い
て
、
そ
の
主
張
の
問
題
性
を
指
摘
し
批
判
し
た
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら

の
作
業
の
一
環
を
成
す
も
の
で
も
あ
る
。

（
４
）

法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
「
国
際
私
法
の
現
代
化
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
補
足
説
明
」
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
編
集
部
編
『
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則

法
関
係
資
料
と
解
説
』（
商
事
法
務
・
二
〇
〇
六
年
）
一
〇
五
頁
、
一
八
一
頁
。
さ
ら
に
、
小
出
邦
夫＝

湯
川
毅＝

和
波
宏
典＝

大
間
知
麗
子
「
法

《論 説》
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の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
の
解
説
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
三
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
九
頁
、
一
七
頁
は
、「
財
産
的
損
害
が
発
生
し
た
地
（
損
害
発
生
地
）
と

は
異
な
る
概
念
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
を
付
加
し
て
い
る
。

な
お
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
・
前
掲
一
八
一
頁
は
、
本
文
で
引
用
し
た
部
分
に
続
け
て
、「
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
人
身
に
対
す
る
傷
害

又
は
そ
れ
に
基
づ
く
死
亡
に
関
す
る
不
法
行
為
の
場
合
に
は
、
人
身
を
傷
害
し
た
時
点
に
お
け
る
当
該
人
身
の
所
在
地
を
、
有
体
物
に
対
す
る
権

利
の
侵
害
に
関
す
る
不
法
行
為
の
場
合
は
、
権
利
の
侵
害
が
発
生
し
た
時
点
に
お
け
る
当
該
有
体
物
の
所
在
地
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
す
概
念
で
あ
る

（
英
国
一
九
九
五
年
法
第
一
一
条
を
参
照
）。」
と
付
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
通
則
法
一
七
条
の
「
結
果
」
概
念
を
説
明
す
る
の
に
、
何
故
に
継

受
し
た
わ
け
で
も
な
い
英
国
法
が
参
照
指
示
さ
れ
る
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
。
英
国
系
法
律
事
務
所
か
ら
の
出
向
者
の
独
断
で
決
ま
る
話
で
も
な

い
は
ず
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
不
透
明
で
あ
る
。

以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
何
番
煎
じ
か
で
最
近
公
刊
さ
れ
た
、
小
出
邦
夫
編
著
『
逐
条
解
説
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
』（
商
事
法
務
・
二
〇

〇
九
年
）
一
九
三
頁
、
一
九
九
頁
注
五
・
六
（
和
波
宏
典
）
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
５
）

民
刑
分
離
を
示
す
国
際
私
法
の
分
野
で
最
も
著
名
な
事
例
は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
を
命
じ
た
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
判
決
に
つ
き
日

本
の
公
序
に
反
す
る
と
し
て
承
認
を
拒
否
し
た
、
最
判
平
成
九
年
七
月
一
一
日
民
集
五
一
巻
六
号
二
五
七
三
頁
で
あ
ろ
う
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
〔
判
批
〕
法
学
協
会
雑
誌
一
一
七
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
六
九
七
頁
参
照
。

（
６
）

法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
・
前
掲
（
注
４
）
一
八
二
、
一
八
三
頁
を
見
る
と
、
ス
イ
ス
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

（
７
）

ス
イ
ス
の
対
応
は
、
ま
さ
に
ス
イ
ス
の
問
題
で
あ
る
。
他
方
、
我
が
国
が
そ
れ
に
無
批
判
に
追
随
す
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も

な
い
こ
と
の
は
ず
で
あ
る
。

（
８
）

法
典
調
査
会
『
法
例
議
事
速
記
録
』（
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
２６
所
収
・
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
八
六
年
）
一
二
四
頁
。
ち
な
み
に
、
山
田

三
良
『
國
際
私
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
三
四
年
）
五
八
二
頁
は
、「
刑
法
上
に
於
て
も
二
個
の
犯
罪
地
を
認
む
る
を
以
て
例
と
す
る
が
如
く
、
國
際

私
法
上
に
於
て
も
亦
二
個
の
不
法
行
爲
地
法
が
並
び
存
す
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
９
）

拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
一
〇
四
頁
。

（
１０
）

野
村
美
明
「
名
誉
毀
損
」
櫻
田
嘉
章＝

道
垣
内
正
人
編
『
国
際
私
法
判
例
百
選
﹇
新
法
対
応
補
正
版
﹈』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
七
年
）
八
二
頁
。

同
百
選
（
第
一
版
・
二
〇
〇
四
年
）
六
〇
頁
と
同
文
。

法適用通則法１７条（不法行為の一般則）における「結果」の解釈
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（
１１
）

石
黒
一
憲
『
国
際
私
法
第
２
版
』（
新
世
社
・
二
〇
〇
七
年
）
三
五
〇
頁
。
ち
な
み
に
、
同
書
の
初
版
（
一
九
九
四
年
）
二
八
四
頁
に
は
、「
基

本
的
に
は
」
と
い
う
記
述
は
な
か
っ
た
。

（
１２
）

江
川
英
文
「
國
際
私
法
に
於
け
る
不
法
行
爲
」
法
学
協
会
雑
誌
五
七
巻
五
号
（
一
九
三
九
年
）
七
九
七
頁
、
八
一
七
頁
。
こ
の
見
解
は
、
同

『
国
際
私
法
（
改
訂
増
補
）』（
有
斐
閣
・
一
九
七
〇
年
）
二
三
三
頁
、
同
『
国
際
私
法
改
訂
版
』（
弘
文
堂
・
一
九
七
二
年
）
一
一
三
頁
で
も
維
持

さ
れ
て
い
る
。

（
１３
）

實
方
正
雄
『
國
際
私
法
概
論
（
再
訂
版
）』（
有
斐
閣
・
一
九
五
二
年
）
二
三
三
頁
、
久
保
岩
太
郎
『
國
際
私
法
概
論
（
改
訂
版
）』（
巌
松
堂
・

一
九
五
三
年
）
一
八
八
頁
、
齋
藤
武
生
「
事
務
管
理
・
不
當
利
得
・
不
法
行
爲
」
国
際
法
学
会
編
『
国
際
私
法
講
座
第
二
巻
』（
有
斐
閣
・
一
九
五

五
年
）
四
七
六
頁
。
最
近
で
は
、
中
野
俊
一
郎
「
不
法
行
為
」
木
棚
照
一＝

松
岡
博
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
国
際
私
法
』（
日
本
評
論
社
・

一
九
九
四
年
）
六
九
頁
、
道
垣
内
正
人
『
ポ
イ
ン
ト
国
際
私
法
各
論
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
〇
年
）
二
四
〇
頁
。

な
お
、「
解
釈
論
の
限
界
を
強
調
す
る
」
道
垣
内
正
人
教
授
の
方
法
論
に
対
し
そ
の
倫
理
性
を
疑
問
視
す
る
、
矢
澤
�
治
「
不
法
行
為
の
準
拠
法

決
定
に
関
す
る
わ
が
国
の
学
説
史
（
二
・
完
）
―
苦
悩
の
末
に
提
唱
さ
れ
た
解
釈
論
の
意
味
す
る
も
の
―
」
専
修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
２７
（
二

〇
〇
二
年
）
一
頁
は
、
そ
の
二
一
―
二
二
頁
に
お
い
て
、「
現
在
の
不
法
行
為
制
度
の
目
的
を
鑑
み
る
に
、
山
田
三
良
の
学
説
に
お
い
て
も
主
張
さ

れ
た
不
法
行
為
制
度
の
目
的
と
し
て
の
、
被
害
者
に
対
す
る
損
害
の
�
補
賠
償
、
行
為
者
に
対
す
る
制
裁
、
不
法
行
為
の
発
生
抑
制
の
機
能

…
…
の
う
ち
、
不
法
行
為
の
犠
牲
者
に
対
す
る
損
害
の
�
補
賠
償
を
重
視
し
」
結
果
発
生
地
説
を
採
る
こ
と
は
、「
国
際
私
法
上
に
お
け
る
不
法
行

為
制
度
の
目
的
理
解
を
一
面
化
し
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
」
り
、「
こ
の
よ
う
な
制
度
理
解
に
基
づ
き
、
は
た
し
て
現
在
を
含
め
将
来
を
見

据
え
た
解
釈
論
や
立
法
論
が
な
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。」
と
も
批
判
す
る
。
直
後
に
開
始
さ
れ
た
通
則
法
の
制
定
過
程
を
も
併
せ
考
え
る
と
、
非

常
に
鋭
く
重
い
指
摘
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
１４
）

折
茂
豊
『
国
際
私
法
各
論
（
新
版
）』（
有
斐
閣
・
一
九
七
二
年
）
一
八
〇
頁
、
山
田
鐐
一
『
国
際
私
法
（
第
３
版
）』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
四

年
）
三
六
六
頁
、
丸
岡
松
雄
「
不
法
行
為
地
」
澤
木
敬
郎＝

�
場
準
一
編
『
国
際
私
法
の
争
点
（
新
版
）』（
有
斐
閣
・
一
九
九
六
年
）
一
三
六
頁
。

（
１５
）

石
黒
一
憲
『
国
際
私
法
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
・
一
九
九
〇
年
）
三
二
一
頁
。

（
１６
）

以
上
の
学
説
に
つ
い
て
の
批
判
的
検
討
は
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
八
九
―
九
一
、
一
〇
二
―
一
〇
三
頁
で
行
っ
て
あ
る
。
な
お
、
学
説
状
況

の
評
価
に
つ
い
て
は
、
溜
池
良
夫
『
国
際
私
法
講
義
〔
第
３
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）
三
九
六
頁
も
参
照
。

《論 説》
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（
１７
）

以
上
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
九
九
、
一
一
一
頁
。
各
判
決
の
事
案
と
判
旨
に
つ
い
て
は
、
同
右
九
一
―
九
八
、
一
〇
八
―
一
一
一
頁
に
整
理

引
用
し
て
あ
る
。
さ
ら
に
、
次
章
第
三
節
に
お
い
て
、
本
稿
の
問
題
意
識
に
即
し
て
整
理
し
直
す
。

（
１８
）

同
右
一
〇
〇
頁
。
さ
ら
に
同
右
一
一
一
頁
。
山
田
・
前
掲
（
注
１４
）
三
七
一
頁
注
一
二
も
、「
裁
判
所
は
、
行
動
地
か
結
果
発
生
地
か
と
い
う
よ

り
も
、
む
し
ろ
個
々
の
事
案
に
応
じ
て
柔
軟
に
不
法
行
為
地
を
決
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
の
評
価
で
あ
る
。

（
１９
）

以
上
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
一
〇
五
、
一
一
一
頁
。
な
お
、
�
判
決
に
つ
い
て
は
、
中
野
俊
一
郎
〔
判
批
〕
櫻
田
嘉
章＝

道
垣
内
正
人
編

『
国
際
私
法
判
例
百
選
﹇
新
法
対
応
補
正
版
﹈』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
七
年
）
八
〇
頁
も
参
照
。

（
２０
）

拙
稿
〔
判
批
〕
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
五
五
号
（
一
九
九
九
年
）
二
八
一
頁
、
二
八
二
頁
。
な
お
、
�
杉
直
〔
判
批
〕
櫻
田
嘉
章＝

道
垣
内
正
人
編

『
国
際
私
法
判
例
百
選
﹇
新
法
対
応
補
正
版
﹈』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
七
年
）
七
六
頁
も
参
照
。
こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
仮
に
通
則
法
が
適
用
さ

れ
る
場
合
に
は
、
二
〇
条
に
よ
っ
て
日
本
法
を
導
く
こ
と
は
で
き
る
。

（
２１
）

拙
稿
〔
判
批
〕
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
二
六
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
一
五
頁
、
一
一
八
頁
。
こ
の
事
例
に
仮
に
通
則
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の
帰
結

に
つ
い
て
は
、
見
解
が
分
か
れ
る
。
後
述
す
る
。

（
２２
）

以
上
に
つ
き
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
一
〇
五
―
一
〇
六
頁
。

（
２３
）

�
部
眞
規
子
〔
調
査
官
解
説
〕
法
曹
時
報
五
六
巻
九
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
二
四
六
頁
、
二
二
八
七
頁
は
、「
結
果
発
生
地
説
に
よ
っ
た
も
の
と

解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。」
と
解
説
す
る
。

（
２４
）

拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
一
二
七
―
一
二
八
頁
追
記
一
で
論
じ
た
内
容
に
変
更
は
な
い
。

（
２５
）

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
小
出
邦
夫
〔
判
批
〕
櫻
田
嘉
章＝

道
垣
内
正
人
編
『
国
際
私
法
判
例
百
選
﹇
新
法
対
応
補
正
版
﹈』（
有
斐
閣
・
二
〇

〇
七
年
）
七
二
頁
参
照
。

（
２６
）

以
上
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
一
一
一
―
一
一
二
頁
。

（
２７
）

法
例
研
究
会
『
法
例
の
見
直
し
に
関
す
る
諸
問
題
�
』（
商
事
法
務
・
二
〇
〇
三
年
）
九
頁
〔
西
谷
祐
子
（
不
法
行
為
部
分
の
執
筆
者
）〕。
な
お
、

西
谷
祐
子
「
不
法
行
為
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
三
五
頁
、
三
五
―
三
六
頁
、
同
「
新
国
際
私
法
に
お
け
る
不
法
行
為
の
準

拠
法
決
定
ル
ー
ル
に
つ
い
て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
一
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
三
五
頁
、
三
六
頁
も
ほ
ぼ
同
旨
。

（
２８
）

法
例
研
究
会
・
前
掲
（
注
２７
）
九
―
一
〇
頁
。

法適用通則法１７条（不法行為の一般則）における「結果」の解釈
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（
２９
）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
石
黒
一
憲
『
国
際
私
法
の
危
機
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
四
年
）
九
八
頁
は
、「
そ
の
指
摘
の
部
分
に
は
引
用
が
な
い
。
執
筆

分
担
者
の
個
人
的
見
解
を
、
か
か
る
場
面
で
押
し
付
け
る
の
は
、
著
し
く
不
適
切
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。」
と
批
判
す
る
。

（
３０
）

こ
れ
を
、「（
欧
米
流
）
デ
ジ
タ
ル
思
考
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

（
３１
）

法
例
研
究
会
・
前
掲
（
注
２７
）
二
九
頁
を
参
照
。
但
し
、「
不
法
行
為
地
へ
の
連
結
（
原
則
的
連
結
）」
の
項
目
で
は
な
く
、「
当
事
者
の
同
一
常

居
所
地
法
（
例
外
的
な
連
結
�
）」
と
い
う
項
目
に
お
け
る
確
認
で
あ
る
。

（
３２
）

同
右
四
〇
頁
。

（
３３
）

同
右
一
五
頁
注
三
七
、
一
六
頁
注
四
二
、
二
〇
頁
注
五
四
参
照
。

（
３４
）

石
黒
・
前
掲
（
注
２９
）
一
〇
一
頁
は
、「
こ
れ
ま
で
法
例
一
一
条
の
下
で
そ
れ
な
り
に
頑
張
っ
て
来
た
我
国
の
裁
判
官
達
に
対
し
て
、
失
礼
千
万

な
形
で
ぶ
ち
ま
け
ら
れ
る
バ
ケ
ツ
の
水
…
…
に
は
、
か
く
て
、
無
数
の
鉄
菱
な
い
し
画
鋲
が
仕
込
ま
れ
て
い
る
（
�
）、
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。」

と
痛
烈
に
批
判
す
る
。

（
３５
）

法
制
審
議
会
国
際
私
法
（
現
代
化
関
係
）
部
会
第
二
六
回
会
議
議
事
録
（
法
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
入
手
可
能
）。
本
稿
の
関
心
か
ら
は
外
れ

る
が
、
法
例
一
一
条
二
・
三
項
が
維
持
さ
れ
た
の
は
、
前
掲
�
最
高
裁
判
決
や
消
滅
時
効
が
問
題
に
な
っ
た
事
例
（
お
そ
ら
く
戦
後
補
償
の
事
例
）

に
お
い
て
同
条
項
が
現
実
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
た
た
め
で
あ
り
、
ま
た
マ
ス
コ
ミ
等
の
表
現
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
が
、

事
務
当
局
の
説
明
か
ら
読
み
取
れ
る
。
こ
の
点
も
、（
通
則
法
の
関
係
規
定
の
問
題
性
と
と
も
に
）
基
本
書
な
ど
に
記
述
さ
れ
て
然
る
べ
き
事
実
の

は
ず
で
あ
る
。

（
３６
）

法
制
審
議
会
国
際
私
法
（
現
代
化
関
係
）
部
会
第
二
七
回
会
議
議
事
録
（
法
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
入
手
可
能
）。

（
３７
）

小
出
邦
夫
編
著
『
一
問
一
答
新
し
い
国
際
私
法
』（
商
事
法
務
・
二
〇
〇
六
年
）
九
九
頁
。

（
３８
）

同
時
期
に
公
表
さ
れ
た
、
小
出
邦
夫
「
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
の
概
要
」
金
融
法
務
事
情
一
七
七
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
六
二
頁
、
六
七

頁
も
、「
財
産
的
損
害
が
発
生
し
た
地
（
損
害
発
生
地
）
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
。」
と
す
る
が
、
こ
こ
で
も
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
た
め
の

根
拠
は
全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
前
注
４
も
参
照
。

（
３９
）

但
し
、
法
務
省
見
解
と
一
致
す
る
解
釈
を
示
す
の
み
の
も
の
は
、
特
に
掲
げ
な
い
。

（
４０
）

神
前
禎
『
解
説
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
―
新
し
い
国
際
私
法
』（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
六
年
）
一
一
八
―
一
一
九
頁
。

《論 説》
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（
４１
）

澤
木
敬
郎＝

道
垣
内
正
人
『
国
際
私
法
入
門
〔
第
６
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
六
年
）
二
三
八
頁
。

（
４２
）

同
右
二
三
五
頁
。

（
４３
）

さ
ら
に
、
道
垣
内
説
に
対
す
る
鋭
い
批
判
と
し
て
、
前
注
１３
の
後
段
を
再
度
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４４
）

中
西
康
「
法
適
用
通
則
法
に
お
け
る
不
法
行
為
―
解
釈
論
上
の
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
―
」
国
際
私
法
学
会
『
国
際
私
法
年
報
九
号
』（
信
山

社
・
二
〇
〇
八
年
）
六
八
頁
、
六
九
―
七
〇
頁
。
な
お
、
同
「
不
法
行
為
の
扱
い
に
つ
い
て
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
〇
〇
六
年
九
月
号
三
四
頁
、
三

五
―
三
六
頁
も
ほ
ぼ
同
旨
。

（
４５
）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
簡
単
に
は
、
東
京
地
中
間
判
平
成
一
八
年
四
月
四
日
判
時
一
九
四
〇
号
一
三
〇
頁
の
評
釈
で
あ
る
拙
稿
・
私
法
判
例
リ

マ
ー
ク
ス
三
五
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
三
六
頁
、
一
三
九
頁
、
特
に
優
れ
た
分
析
と
し
て
、
多
田
望
「
不
法
行
為
地
管
轄
」
国
際
私
法
学
会
『
国

際
私
法
年
報
一
〇
号
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
九
年
）
四
九
頁
、
五
五
―
五
七
頁
。

（
４６
）

法
例
一
一
条
二
・
三
項
が
維
持
さ
れ
通
則
法
二
二
条
と
な
っ
た
理
由
に
つ
き
、
前
注
３５
参
照
。

（
４７
）

仮
に
、
法
例
の
下
で
の
結
果
発
生
地
説
を
前
提
と
す
る
議
論
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
理
解
で
き
な
く
も
な
い
。

（
４８
）

奥
田
安
弘
「
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
の
不
法
行
為
準
拠
法
に
関
す
る
規
定
」
国
際
私
法
学
会
『
国
際
私
法
年
報
八
号
』（
信
山
社
・
二
〇
〇

七
年
）
四
〇
頁
、
四
四
頁
。

（
４９
）

同
右
五
九
頁
注
一
八
。
中
西
・
前
掲
（
注
４４
）
年
報
九
三
頁
注
七
も
参
照
。

（
５０
）

植
松
真
生
「
新
国
際
私
法
に
お
け
る
不
法
行
為
―
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
一
七
条
、
一
八
条
お
よ
び
一
九
条
の
規
定
に
焦
点
を
あ
て

て
―
」
国
際
私
法
学
会
『
国
際
私
法
年
報
八
号
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
七
年
）
六
五
頁
、
六
六
―
六
七
頁
。

（
５１
）

�
杉
直
「
法
適
用
通
則
法
に
お
け
る
不
法
行
為
の
準
拠
法
―
二
二
条
の
制
限
的
な
解
釈
試
論
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
二
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
五

五
頁
、
五
六
頁
。

（
５２
）

�
杉
・
前
掲
（
注
２０
）
七
七
頁
。

（
５３
）

二
〇
〇
六
年
一
一
月
七
日
付
け
の
拙
ブ
ロ
グ
記
事
「
神
前
弘
文
堂
解
説
（
そ
の
三
）
―
『
結
果
発
生
地
』
の
解
釈
と
例
外
条
項
」（http:／／

conflict-of-law
s.cocolog-nifty.com

／blog／2006／11／post_987e.htm
l

）。論
文
の
形
に
す
る
の
が
こ
こ
ま
で
遅
れ
た
こ
と
は
、慙
愧
に
堪
え
な
い
。

（
５４
）

石
黒
・
前
掲
（
注
１１
）
三
五
一
―
三
五
二
頁
。
さ
ら
に
、
同
右
三
五
四
頁
は
、「
原
則
規
定
が
硬
直
的
で
動
き
が
と
れ
ず
、
す
べ
て
を
二
〇
条
の
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例
外
条
項
や
二
一
条
の
（
中
略
）
事
後
的
法
選
択
の
規
定
に
期
待
す
る
と
い
う
の
は
、
誠
に
拙
い
立
法
で
あ
る
。
今
後
は
、
そ
れ
ら
の
拙
い
法
規

定
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、（
中
略
）�
あ
る
べ
き
法
解
釈
論
の
姿
�
に
思
い
を
馳
せ
、
か
つ
、（
中
略
）
モ
リ
ス
の
言
葉
の
具
体
化
に
向
け
た
、
学

界
・
法
曹
実
務
の
英
知
が
、
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。」
と
の
解
釈
指
針
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
右
三
五
七
―
三
五
八
頁
は
、
前
掲
�
判
決

に
つ
い
て
、「
こ
の
事
例
な
ど
、
諸
般
の
事
情
を
、
そ
れ
な
り
に
丹
念
に
考
慮
し
て
お
り
、（
中
略
）
事
案
の
諸
事
情
が
不
法
行
為
準
拠
法
決
定
上

の
決
め
手
と
な
る
こ
と
を
、
よ
く
示
し
て
い
る
。（
中
略
）
通
則
法
一
七
条
で
は
、
結
果
発
生
地
を
�
機
械
的
�
に
把
握
し
、
但
書
の
加
害
行
為
地

と
あ
わ
せ
考
え
た
と
こ
ろ
で
、
公
海
上
の
事
故
地
に
そ
の
地
あ
り
と
な
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
決
着
が
つ
か
な
い
。
や
は
り
、（
中
略
）
結
果
発
生

地
の
目
的
論
的
解
釈
を
施
し
て
お
く
必
要
性
は
、
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。」
と
論
じ
て
い
る
。

（
５５
）

前
注
６
参
照
。

（
５６
）

邦
訳
は
、
佐
野
寛
「
ス
イ
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
不
法
行
為
の
準
拠
法
（
一
）」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
二
巻
一
号
（
一
九
九
三
年
）
五
九
頁
、

六
〇
―
六
一
頁
に
よ
っ
た
。
な
お
、
奥
田
安
弘
「
一
九
八
七
年
の
ス
イ
ス
連
邦
国
際
私
法
（
四
）」
戸
籍
時
報
三
七
七
号
（
一
九
八
九
年
）
五
一
頁
、

五
二
頁
も
参
照
。

（
５７
）

佐
野
・
前
掲
（
注
５６
）
七
七
頁
、F
.
V
ischer,

D
as

D
eliktsrecht

des
IP

R
-G

esetzes
unter

besonderer
B
erücksichtigung

der
R
e-

gelung
der

P
roduktehaftung,in:Schw

ander

（H
rsg.

）,F
S

R
udolf

M
oser,

Zürich
1987,

S.
119ff.,

127;
A
.K

.
Schnyder,

D
as

neue

IP
R
-G

esetz,
2.

A
ufl.,

Zürich
1990,

S.
119f.;

K
.
Siehr,

D
as

Internationale
P
rivatrecht

der
Schw

eiz,
Zürich

2002,
S.

363;
H
eini,

Zürcher
K
om

m
entar

zum
IP

R
G
,2.A

ufl.,Zürich
2004,A

rt.133
N

2;U
m
bricht／Z

eller,B
asler

K
om

m
entar

zum
IP

R
G
,2.A

ufl.,

B
asel

2007,A
rt.133

N
2.

（
５８
）

H
eini,a.a.O

.

（A
nm

.57

）,A
rt.133

N
10.U

m
bricht／Z

eller,a.a.O
.（A

nm
.57

）,A
rt.133

N
13,A

rt.129
N

25;D
.G

irsberger,E
r-

folg
m
it

dem
E
rfolgsort

bei
V
erm

ögensdelikten?,
in:

B
asedow

／M
eier／Schnyder／E

inhorn／G
irsberger

（H
rsg.

）,L
iber

A
m
i-

corum
K
urt

Siehr,D
en

H
aag

2000,S.219ff.,224

も
同
旨
。

（
５９
）

B
G
E

113
II

476

（479
E
.3a

）.

（
６０
）

B
G
E

125
III

103

（105
E
.2b

）.

（
６１
）

H
eini,a.a.O

.

（A
nm

.57

）,V
or

A
rt.133

―142
N

3

に
お
け
る
表
現
。
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（
６２
）

B
G
E

113
II

476

（479
E
.3a

）.
（
６３
）

B
G
E

76
II

110

（111

）;91
II

442

（446
E
.1

）;92
II

257

（262
E
.II／3,264

E
.III／2

）.
（
６４
）

B
G
E

87
II

113

（115
E
.2

）;91
II

117

（123f.E
.I／2

）.

（
６５
）

B
G
E

76
II

110

（111f.

）.V
gl.

Schönenberger／Jäggi,
D
as

O
bligationenrecht

（K
om

m
entar

）,3.
A
ufl.,

B
d.

V
1a

1.
L
ieferung

（E
inleitung,Internationales

P
rivatrecht

）Zürich
1961,N

335f.

（
６６
）

V
.T

rutm
ann,D

as
internationale

P
rivatrecht

der
D
eliktsobligationen,B

asel
1973,S.6.

こ
の
批
判
に
は
、
全
く
同
感
で
あ
る
。

（
６７
）

F
.V

ischer／A
.von

P
lanta,Internationales

P
rivatrecht,2.A

ufl.,B
asel

1982,S.201.

ス
イ
ス
が
行
動
地
か
結
果
発
生
地
で
あ
る
場
合
、

ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
刑
事
法
上
の
規
範
は
ス
イ
ス
法
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
事
法
上
の
規
範
が
ス
イ
ス
法
に
な
る
か
否
か
は
、
被
害
者

の
選
択
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
６８
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、B

otschaft
zum

B
undesgesetz

über
das

internationale
P
rivatrecht

（IP
R
-G

esetz

）vom
10.

N
ovem

ber

1982,284.224

を
参
照
。

（
６９
）

B
G
E

125
III

103

（105
E
.
2b

）
は
、
本
文
で
引
用
し
た
部
分
に
つ
い
て
、K

ropholler,
Internationales

P
rivatrecht,

2.
A
ufl.,

T
übin-

gen
1994,

S.
442

（
こ
の
部
分
に
は
、
何
の
引
用
も
な
い
）
の
み
を
引
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
例
え
ば
、B

G
E

76
II

110

（111

）;J.L
.
D
e-

lachaux,D
ie

A
nknüpfung

der
O
bligationen

aus
D
elikt

und
Q
uasidelikt

im
internationalen

P
rivatrecht,Zürich

1960,S.149ff.;

Schönenberger／Jäggi,a.a.O
.

（A
nm

.65

）,N
335;V

ischr／von
P
lanta,a.a.O

.

（A
nm

.67

）,S.200f.;V
ischer,a.a.O

.

（A
nm

.57

）,S.120

A
nm

.6;U
m
bricht／Z

eller,a.a.O
.

（A
nm

.57

）,A
rt.129

N
25

も
参
照
。

ま
た
、
ス
イ
ス
・
ド
イ
ツ
両
国
の
立
法
の
特
色
を
比
較
し
た
、A

.
H
eini,

D
as

neue
deutsche

IP
R

für
ausservertragliche

Schuld-

verhältnisse
und

für
Sachen

von
1999

im
V
ergleich

m
it

dem
schw

eizerischen
IP

R
G
,in:B

asedow
／M

eier／Schnyder／E
inhorn／

G
irsberger

（H
rsg.

）,L
iber

A
m
icorum

K
urt

Siehr,D
en

H
aag

2000,S.251ff.,251

―254,256

―258

も
非
常
に
参
考
に
な
る
。

（
７０
）

H
eini,a.a.O

.

（A
nm

.69

）,S.253.

（
７１
）

邦
訳
は
、
出
口
耕
自
「
ド
イ
ツ
国
際
不
法
行
為
法
に
お
け
る
被
害
者
の
決
定
権
」
上
智
大
学
法
学
会
編
『
変
容
す
る
社
会
の
法
と
理
論
』（
有
斐

閣
・
二
〇
〇
八
年
）
三
頁
、
九
―
一
〇
頁
に
よ
っ
た
。
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（
７２
）

J.K
ropholler,Internationales

P
rivatrecht

（6.A
ufl.2006

）528.
（
７３
）

Staudinger／vH
offm

ann

（2001

）A
rt

40
E
G
B
G
B

R
n

24.M
ünchK

om
m
B
G
B
／Junker

（4.A
ufl.2006

）A
rt

40.E
G
B
G
B

R
dN

r.32;

G
.K

egel／K
.Schurig,Internationales

P
rivatrecht

（9.A
ufl.2004

）730

も
同
旨
。

（
７４
）

B
G
H

10.11.1977,IP
R
spr

1977
N
r
29

[S.79

﹈.

（
７５
）

B
G
H

28.2.1996,B
G
H
Z

132,105,117f.

（
７６
）

R
G

17.2.1933,R
G
Z

140,25,29.

（
７７
）

K
ropholler

（oben
N
.72

）524;R
G

20.11.1888,R
G
Z

23,305,306;R
G

30.3.1903,R
G
Z

54,198,205.

こ
の
点
に
関
す
る
諸
判
決
の

推
移
に
つ
い
て
は
、
折
茂
豊
『
渉
外
不
法
行
為
法
論
』（
有
斐
閣
・
一
九
七
六
年
）
二
六
九
―
二
七
〇
頁
、
岡
本
善
八
「
国
際
私
法
に
お
け
る
法
定

債
権
」
同
志
社
法
学
四
二
巻
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
三
七
頁
、
五
四
―
五
七
頁
、
出
口
・
前
掲
（
注
７１
）
七
―
八
頁
に
譲
る
。
な
お
、
厳
密
に
は

こ
の
２
つ
の
原
則
を
区
別
す
べ
き
こ
と
に
つ
き
、J.von

H
ein,D

as
G
ünstigkeitsprinzip

im
internationalen

D
eliktsrecht

（1999

）6.

（
７８
）

K
ropholler

（oben
N
.72

）524.M
ünchK

om
m
B
G
B
／Junker

（4.A
ufl.2006

）A
rt

40.E
G
B
G
B

R
dN

r.16

も
同
旨
。

（
７９
）

前
注
参
照
。

（
８０
）

R
G

20.11.1888,R
G
Z

23,305,306.

（
８１
）

K
ropholler

（oben
N
.72

）524f.

こ
の
批
判
に
は
、
全
く
同
感
で
あ
る
。

（
８２
）

E
.
Steindorff,

Sachnorm
en

im
internationalen

P
rivatrecht

（1958

）124;
W

.
L
orenz,

D
ie

allgem
eine

G
rundregel

betreffend

das
auf

die
au�

ervertragliche
Schadenhaftung

anzuw
endende

R
echt,

in:
E
.
von

C
aem

m
erer

（H
rsg.

）,V
orschläge

und
G
u-

tachten
zur

R
eform

des
deutschen

internationalen
P
rivatrechts

der
au�

ervertraglichen
Schuldverhältnisse

（1983

）97,
115

（
国
友
明
彦
「
契
約
外
債
務
に
関
す
る
ド
イ
ツ
国
際
私
法
の
改
正
準
備
（
二
）」
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
三
八
巻
二
号
（
一
九
九
二
年
）
二
一
一

頁
、
二
三
七
頁
に
お
い
て
も
引
用
さ
れ
て
い
る
）;von

H
ein

（oben
N
.77

）40.

（
８３
）

K
egel／Schurig

（oben
N
.73

）725.

（
８４
）

K
ropholler

（oben
N
.
72

）525.

こ
の
他
の
批
判
と
し
て
、L

orenz

（oben
N
.
82

）116;
Staudinger／vH

offm
ann

（2001

）A
rt

40

E
G
B
G
B

R
n

7

も
参
照
。
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（
８５
）

B
G
H

10.11.1977,IP
R
spr

1977
N
r
29

[S.79

﹈.
（
８６
）

F
.J.

Schneew
eiss,

D
as

V
erhältnis

von
H
andlungs-

und
E
rfolgsort

im
deutschen

internationalen
P
rivatrecht

unter
beson-

derer
B
erücksichtigung

der
R
echtsprechung

（1959

）63.

（
８７
）

Schneew
eiss

（oben
N
.86

）63.

（
８８
）

K
ropholler

（oben
N
.72

）523;von
H
ein

（oben
N
.77

）308;Staudinger／vH
offm

ann

（2001

）A
rt

40
E
G
B
G
B

R
n

24.

（
８９
）

K
egel／Schurig

（oben
N
.73

）730;von
H
ein

（oben
N
.77

）308;Staudinger／vH
offm

ann

（2001

）A
rt

40
E
G
B
G
B

R
n

25.

（
９０
）

日
本
の
事
例
を
挙
げ
れ
ば
、
第
二
章
第
一
節
で
触
れ
た
、
�
�
�


�
�
�
判
決
。

（
９１
）

こ
れ
と
の
関
連
で
、
彼
我
の
規
律
の
差
異
に
対
す
る
配
慮
を
怠
り
外
国
の
概
念
解
釈
を
そ
の
ま
ま
援
用
す
る
よ
う
な
も
の
は
、
比
較
法
の
名
に

値
し
な
い
と
も
考
え
る
。

（
９２
）

以
下
の
検
討
の
前
提
と
し
て
、
通
則
法
二
〇
条
の
解
釈
に
つ
き
一
言
し
て
お
く
。

同
条
は
、「
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
…
…
明
ら
か
に
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
べ
き
法
の
属
す
る
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
が
あ
る

他
の
地
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
地
の
法
に
よ
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
理
上
は
、
前
三
条
の
い
ず
れ
か
を
通
じ
た
準
拠
法

選
択
が
最
密
接
関
係
原
則
に
よ
っ
て
覆
る
場
合
を
、「
他
の
地
」
が
―
―
「
明
ら
か
に
」
―
―
最
密
接
関
係
地
で
あ
る
場
合
に
限
定
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
「
明
ら
か
に
」
を
文
理
ど
お
り
に
解
釈
す
る
の
は
、
疑
問
で
あ
る
。

公
序
則
（
通
則
法
で
は
、
四
二
条
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
用
結
果
が
排
除
さ
れ
る
外
国
法
は
基
本
的
に
最
密
接
関
係
原
則
に
よ
っ
て
導
か
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
明
ら
か
に
」
と
は
書
か
れ
て
い
な
く
て
も
、（「
明
ら
か
に
」
と
あ
る
、
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
八
条
一

項
や
、
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
八
条
と
同
じ
く
、「
明
ら
か
に
」
と
書
か
れ
て
あ
る
か
の
よ
う
に
）
そ
の
発
動
に
は
極
め
て
慎
重
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
石
黒
・
前
掲
（
注
１１
）
二
七
四
―
二
七
五
頁
、
澤
木＝

道
垣
内
・
前
掲
（
注
４１
）
六
〇
頁
）。
逆
に
、
通
則
法
二
〇
条
の
例

外
条
項
に
つ
い
て
は
、
最
密
接
関
係
原
則
を
貫
徹
す
る
た
め
の
規
定
な
の
で
あ
る
か
ら
、「
明
ら
か
に
」
と
書
か
れ
て
い
て
も
、
積
極
的
に
発
動
す

べ
き
だ
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
な
い
と
、
次
の
よ
う
な
「
逆
転
現
象
」
が
生
じ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
通
則
法
一
七
条
な
い
し
一
九
条
か
ら
最
密
接
関
係

地
法
が
導
か
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
の
で
、
問
題
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
か
ら
最
密
接
関
係
地
法
が
導
か
れ
な
い

法適用通則法１７条（不法行為の一般則）における「結果」の解釈
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場
合
に
、「
明
ら
か
に
…
…
他
の
地
が
あ
る
と
き
は
」
最
密
接
関
係
地
法
が
適
用
さ
れ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
が
な
い
と
き
は
（
客
観
的
に
は
）
最
密

接
関
係
地
法
で
な
い
も
の
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
理
論
的
に
は
極
め
て
不
快
な
事
態
で
は
な
い
の
か
。「
具
体
的
妥
当

性
」
を
軽
ん
じ
た
た
め
に
生
じ
る
こ
の
よ
う
な
不
快
な
事
態
を
「
法
的
安
定
性
」
と
い
う
理
念
で
実
体
的
に
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
無
謀

で
あ
る
と
考
え
る
。

但
し
、
例
外
条
項
を
積
極
的
に
発
動
す
る
こ
と
も
、
一
般
論
と
し
て
は
好
ま
し
く
な
い
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
注
５４
も
参
照
）。
そ
の
意
味

で
は
、「
前
三
条
の
規
定
」
の
解
釈
も
依
然
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
以
下
で
は
引
き
続
き
通
則
法
一
七
条
の
解
釈
論
を
展
開
す
る
。

（
９３
）

中
西
・
前
掲
（
注
４４
）
年
報
九
二
頁
注
五
も
、「
そ
こ
で
基
準
と
さ
れ
た
日
本
で
発
生
し
た
損
害
は
、
派
生
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ

る
。」
と
し
て
い
る
。

（
９４
）

�
判
決
の
事
案
と
判
旨
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
九
三
頁
に
引
用
し
て
あ
る
。

（
９５
）

�
判
決
の
事
案
と
判
旨
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
九
五
頁
に
引
用
し
て
あ
る
。

（
９６
）

私
見
に
よ
れ
ば
、
所
有
者
の
現
実
的
な
経
済
的
損
害
が
日
本
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
日
本
も
「
結
果
発
生
地
」
に
含
ま
れ
、
通
常
予
見
可

能
性
に
も
問
題
は
な
い
が
、
日
本
と
の
関
連
は
被
害
者
の
本
拠
の
所
在
と
物
品
の
仕
向
地
で
あ
っ
た
こ
と
く
ら
い
し
か
な
く
、
イ
タ
リ
ア
が
最
密

接
関
係
地
と
な
る
。
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
九
六
頁
、
一
〇
〇
頁
、
一
〇
五
頁
で
触
れ
た
。

（
９７
）

法
務
省
見
解
お
よ
び
多
数
説
に
よ
っ
た
場
合
、
何
が
「
法
益
侵
害
」
に
当
た
る
の
か
判
然
と
し
な
い
事
案
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
も

そ
も
、
何
が
「
法
益
侵
害
」
に
当
た
る
か
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
を
何
に
求
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
性
質
決
定
の
一
般
論
と
の
関
係
で
、
問
題
が

生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
９８
）

道
垣
内
正
人
〔
判
批
〕
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
六
号
（
一
九
八
六
年
）
一
七
〇
頁
、
一
七
二
頁
は
、
判
旨
に
お
け
る
不
法
行
為
地
の
判
断
を
批
判
し
、

「
こ
の
種
の
法
定
債
権
関
係
に
つ
い
て
は
法
例
一
一
条
の
例
外
と
し
て
密
接
関
連
法
が
適
用
さ
れ
、
そ
れ
は
契
約
を
不
成
立
と
判
断
し
た
法
で
あ

る
と
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
同
じ
結
論
が
得
ら
れ
る
。」
と
し
て
い
た
。
法
務
省
見
解
も
、
こ
れ
と
同
様
の
発
想
に
立
つ
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
９９
）

本
判
決
の
評
釈
は
、
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
判
旨
の
結
論
に
は
反
対
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
一
一

七
―
一
一
八
頁
注
三
二
を
参
照
。

《論 説》

１７０



（
１００
）

�
判
決
の
事
案
と
判
旨
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
九
六
―
九
七
頁
参
照
。

（
１０１
）

私
見
に
よ
れ
ば
、
ノ
ウ
ハ
ウ
侵
害
に
よ
っ
て
当
該
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
被
告
に
生
じ
る
現
実
的
な
経
済
的
損
害
は
被
告
の
本
店
所
在
地
で
あ
る

イ
リ
ノ
イ
州
で
発
生
す
る
こ
と
か
ら
イ
リ
ノ
イ
州
も
「
結
果
発
生
地
」
に
含
ま
れ
る
が
、
通
常
予
見
可
能
性
に
つ
い
て
は
や
や
疑
問
が
残
り
、
ま

た
仮
に
通
常
予
見
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
る
と
し
て
も
同
地
と
の
関
連
は
被
害
者
の
本
店
の
所
在
く
ら
い
し
か
な
い
こ
と
か
ら
、
ノ
ウ
ハ
ウ
情
報
の

入
手
地
か
つ
そ
の
使
用
予
定
地
で
も
あ
る
日
本
が
最
密
接
関
係
地
と
な
る
。

（
１０２
）

中
野
・
前
掲
（
注
１９
）
八
一
頁
は
、「
結
果
発
生
地
が
公
海
上
、
し
た
が
っ
て
無
法
地
域
に
な
る
場
合
、
行
動
地
と
結
果
発
生
地
の
間
で
法
の
抵

触
や
選
択
が
問
題
に
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
…
…
唯
一
不
法
行
為
地
法
と
な
り
う
る
行
動
地
法
を
適
用
す
る
と
い
う
構
成
も
あ
り
え
よ
う
が
、
そ

の
具
体
的
妥
当
性
は
疑
わ
し
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
但
し
、
神
前
・
前
掲
（
注
４０
）
一
二
〇
頁
は
、「
結
果
発
生
地
は
公
海
等
で
あ
る
が
、
加
害

行
為
地
が
特
定
の
法
域
に
属
す
る
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
に
は
、
適
用
通
則
法
一
七
条
の
趣
旨
か
ら
考
え
て
、
加
害
行
為
地
法
に
よ
る
と
の
解
釈

が
説
か
れ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。」
と
し
て
い
る
。

（
１０３
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
注
５４
も
参
照
。

（
１０４
）

	
判
決
の
事
案
と
判
旨
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
一
〇
九
頁
に
引
用
し
て
あ
る
。

（
１０５
）

神
前
・
前
掲
（
注
４０
）
一
一
九
頁
、
澤
木＝

道
垣
内
・
前
掲
（
注
４１
）
二
四
九
頁
、
�
杉
・
前
掲
（
注
２０
）
七
七
頁
、
中
西
・
前
掲
（
注
４４
）

年
報
九
九
頁
注
八
二
。

（
１０６
）

石
黒
・
前
掲
（
注
１１
）
三
五
二
頁
も
同
旨
。

（
１０７
）

拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
八
六
頁
。

（
１０８
）

な
お
、


判
決
と
同
じ
類
型
と
考
え
ら
れ
る
事
件
と
し
て
、
短
期
滞
在
中
の
外
国
で
の
自
動
車
同
乗
事
故
に
関
す
る
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
大

阪
地
判
昭
和
六
二
年
二
月
二
七
日
判
時
一
二
六
三
号
三
二
頁
、
横
浜
地
判
平
成
五
年
九
月
二
日
交
民
集
二
六
巻
五
号
一
一
五
一
頁
、
大
阪
高
判
平

成
一
〇
年
一
月
二
〇
日
判
タ
一
〇
一
九
号
一
七
七
頁
。
以
上
は
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
一
二
一
頁
注
五
三
で
示
し
て
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
中
西

・
前
掲
（
注
４４
）
年
報
九
九
頁
注
八
二
も
、
二
〇
条
に
よ
る
が
同
旨
。
な
お
、
前
掲
大
阪
地
判
昭
和
六
二
年
二
月
二
七
日
に
つ
い
て
、
大
村
芳
昭

〔
判
批
〕
櫻
田
嘉
章＝

道
垣
内
正
人
編
『
国
際
私
法
判
例
百
選
﹇
新
法
対
応
補
正
版
﹈』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
七
年
）
一
四
六
頁
、
一
四
七
頁
も
、

二
〇
条
に
よ
り
準
拠
法
は
日
本
法
に
な
る
と
す
る
。
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最
近
の
法
例
一
一
条
一
項
の
適
用
事
例
と
し
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
日
本
人
間
の
自
動
車
同
乗
事
故
に
関
す
る
福
岡
地
飯
塚
支
判
平
成

二
〇
年
三
月
一
四
日
判
時
二
〇
一
四
号
一
二
〇
頁
と
、
そ
の
控
訴
審
判
決
で
あ
る
福
岡
高
判
平
成
二
一
年
二
月
一
〇
日
判
時
二
〇
四
三
号
八
九
頁

が
あ
る
。
法
例
一
一
条
一
項
か
ら
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
法
を
導
き
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
処
理
で
実
質
的
に
日
本
法
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
も
鑑

み
れ
ば
、
い
ず
れ
も
疑
問
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
処
理
は
実
に
迂
遠
で
あ
る
。

（
１０９
）

中
西
・
前
掲
（
注
４４
）
年
報
九
九
―
一
〇
〇
頁
注
八
二
は
、「
少
な
く
と
も
加
害
者
に
つ
い
て
は
事
故
当
時
で
も
、
常
居
所
が
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州

に
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
す
る
。
し
か
し
、
運
転
者
に
つ
い
て
は
留
学
後
約
半
年
し
か
経
過
し
て
お
ら
ず
、
疑
問
で
あ
る
。

ま
た
、「
し
た
が
っ
て
、
二
〇
条
は
発
動
し
な
い
。」
と
続
け
る
が
、
同
一
常
居
所
地
の
存
在
は
単
な
る
例
示
で
あ
り
そ
れ
が
な
く
て
も
二
〇
条
が

発
動
す
る
場
合
も
あ
る
は
ず
で
あ
り
（
小
出
邦
夫
編
著
・
前
掲
（
注
４
）
二
三
四
頁
（
和
波
））、
論
理
的
に
も
疑
問
で
あ
る
。

（
１１０
）

詳
細
は
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
２１
）
一
一
八
頁
参
照
。

（
１１１
）

ほ
か
に
、
井
嶋
一
友
裁
判
官
の
補
足
意
見
と
藤
井
正
雄
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
あ
る
。

（
１１２
）

神
前
・
前
掲
（
注
４０
）
一
二
三
頁
は
、「
適
用
通
則
法
に
お
い
て
は
、
不
正
競
争
行
為
、
競
争
制
限
行
為
、
知
的
財
産
権
の
侵
害
と
い
っ
た
不
法

行
為
に
つ
い
て
も
、
準
拠
法
選
択
を
な
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
不
法
行
為
一
般
に
つ
い
て
の
準
拠
法
選
択
規
則
に
従
う
こ
と
と
な
る
」

と
し
て
い
る
。
但
し
、
例
え
ば
、
中
西
・
前
掲
（
注
４４
）
年
報
七
一
頁
は
、「
不
正
競
争
ま
た
は
競
争
制
限
行
為
に
つ
い
て
は
、
…
…
一
七
条
の
一

般
則
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
際
に
特
定
企
業
の
み
に
向
け
ら
れ
た
行
為
か
市
場
一
般
に
関
係
す
る
行
為
か
を
考
慮
し
な
が
ら
結
果
発
生
地
を
解
釈
す

る
こ
と
で
の
処
理
が
考
え
ら
れ
る
。」
と
し
て
お
り
、
一
七
条
に
よ
る
と
し
て
も
や
や
不
透
明
な
状
況
で
あ
る
。

（
１１３
）

ち
な
み
に
、
熊
倉
禎
男
〔
判
批
〕
平
成
一
六
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
（
二
〇
〇
五
年
）
一
六
八
頁
、
一
七
一
頁
は
、（
直
接
に
は
「
国
際
私
法

の
現
代
化
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
第
七
―
二
�
に
つ
い
て
の
記
述
だ
が
）「
当
事
者
の
同
一
常
居
所
地
へ
の
連
結
を
認
め
る
特
則
が
妥
当
性
を

も
っ
て
認
め
ら
れ
る
事
例
と
思
わ
れ
る
。」
と
評
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
横
溝
大
「
抵
触
法
に
お
け
る
不
正
競
争
行
為
の
取
扱
い
―
サ
ン
ゴ
砂
事
件

判
決
を
契
機
と
し
て
」
知
的
財
産
法
政
策
学
研
究
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
八
五
頁
、
二
三
五
頁
も
参
照
。

（
１１４
）

知
的
財
産
権
の
侵
害
に
つ
い
て
も
不
正
競
争
行
為
に
つ
い
て
も
、
事
前
と
事
後
と
で
同
一
の
準
拠
法
に
よ
っ
て
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
以
前
か
ら
、
本
判
決
と
同
じ
く
、
差
止
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
と
は
一
体
的
に
「
不
法
行
為
」（
法
例
一
一
条
、
通
則
法
一
七
条
）
と
性

質
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
本
稿
（
お
よ
び
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
論
文
）
の
問
題
関
心
か
ら
外
れ
る
の
で
、
�
�
判
決
な
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ど
に
触
れ
た
関
係
箇
所
で
い
ち
い
ち
断
っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
石
黒
一
憲
『
国
境
を
越
え
る
知
的
財
産
』（
信
山
社
・

二
〇
〇
五
年
）
三
五
二
頁
以
下
、
特
に
三
七
一
―
三
七
六
頁
を
参
照
。

（
１１５
）

小
出
・
前
掲
（
注
２５
）
七
三
頁
は
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
こ
の
筋
を
提
示
し
て
い
る
。

（
１１６
）

前
注
１０８
に
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。

（
１１７
）

前
注
参
照
。

（
１１８
）

拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
一
一
一
―
一
一
二
頁
で
提
示
し
て
い
た
私
見
は
、
中
西
・
前
掲
（
注
４４
）
年
報
九
二
頁
注
五
に
お
い
て
、「
一
律
に
不
法

行
為
地
（
原
因
事
実
発
生
地
）
法
へ
と
連
結
し
て
い
た
法
例
一
一
条
一
項
の
下
で
の
解
釈
論
的
努
力
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
て
葬

り
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
で
も
あ
る
。
全
く
、「
余
計
な
お
世
話
」
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

（
１１９
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
、
一
二
二
―
一
二
三
頁
注
五
八
に
お
け
る
検
討
も
参
照
さ
れ
た
い
。
同
右

一
二
三
頁
注
五
九
で
示
唆
し
た
よ
う
に
、「
体
系
を
ふ
ま
え
た
法
的
思
考
力
」
を
前
提
と
し
て
「
具
体
的
妥
当
性
を
追
求
す
る
こ
と
」
の
で
き
る

「
柔
軟
な
法
的
判
断
の
能
力
（
解
釈
能
力
）
を
身
に
付
け
た
法
律
家
を
量
産
」
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
科
大
学
院
の
意
義
は

や
は
り
大
き
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
。

（
１２０
）

石
黒
・
前
掲
（
注
２９
）
九
九
頁
。

（
１２１
）

法
例
下
に
お
け
る
拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
論
文
の
段
階
で
は
、「
比
較
法
に
つ
い
て
は
、
各
国
で
か
な
り
の
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
り
、
文
言
の
異
な
る

日
本
の
法
例
の
解
釈
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
重
要
だ
と
は
思
え
な
か
っ
た
こ
と
」（
一
一
二
頁
）
な
ど
か
ら
、
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。
通
則
法
が
制
定

さ
れ
て
し
ま
っ
た
後
の
本
稿
で
は
そ
れ
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
依
然
と
し
て
、
最
密
接
関
係
原
則
に
照
ら
し
た
内
在
的
な
検
討
の
重
要

性
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。

（
１２２
）

拙
稿
・
前
掲
（
注
１
）
一
一
三
―
一
一
四
頁
。

（
１２３
）

山
田
済
斎
編
『
西
郷
南
洲
遺
訓
』（
岩
波
文
庫
・
一
九
三
九
年
）
七
―
八
頁
。

（
平
成
二
一
年
一
一
月
三
日
（
文
化
の
日
・
明
治
節
）
脱
稿
）

法適用通則法１７条（不法行為の一般則）における「結果」の解釈

１７３


